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は じ め に 

 

 

この冊子は、大和の都市計画の概要を、少しでも多くの皆さ

まに知っていただくためにまとめたものですので、今後の「ま

ちづくり」の資料として、活用していただければ幸いです。 
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Ⅰ  大  和  市  の  概  要 
 

 

１．位置 
 

 

大和市は、都心から約４０㎞圏内にあたる神奈川県のほぼ中央に、また、横浜市の中心か

らは約１５㎞の距離のところに位置し、地形は比較的平坦で南北に長くなっています。 

新宿には小田急江ノ島線で約５０分、渋谷には東急田園都市線で約４０分、横浜には相模

鉄道本線で約３０分で結ばれて、東京・横浜方面への通勤圏になっています。北は相模原市

に、東は境川を境に町田市・横浜市（瀬谷区・泉区）に、南は藤沢市に、西は海老名市・綾

瀬市・座間市に隣接しています。 

 

   極東    東経    １３９°２８′５０″  （上和田字宮久保） 

   極西    東経    １３９°２５′４５″  （中央林間西七丁目） 

   極南    北緯      ３５°２５′２３″  （福田字甲六ノ区） 

   極北    北緯      ３５°３１′１４″  （下鶴間字甲一号） 

   海抜    市役所位置      ６６．８ｍ 

           最      高      ９１．１４９ｍ 

           最      低      ２８．２４７ｍ 

   面         積     ２７．０９k㎡ 

   東         西       ３．２２kｍ 

   南         北       ９．７９kｍ 

                          ※統計概要令和５年版より 

静岡県 

山梨県 

相模湾 

東京湾 

東京都 

横浜 大和 

相模大野 

藤沢 

海老名 

本厚木 

秦野 

小田原 

神奈川県 
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２．沿革 
 

 

大和市域は明治初期までは下鶴間・上草柳・深見・下草柳・上和田・下和田・福田の村々

に分かれていましたが、明治２２年の市町村制の施行にともない下鶴間・上草柳・深見・下

草柳からなる「鶴見村」と上和田・下和田・福田からなる「渋谷村」の二つの村が誕生しま

した。２年後に「鶴見村」が「大和村」へと改称しました。 

大正１５年には、神中鉄道（現在の相模鉄道本線）が開通し、また昭和４年には小田原急

行鉄道（現在の小田急江ノ島線）も開通しました。 

軍都計画により昭和１６年には、現在の厚木基地に相模野海軍航空隊が、昭和１８年には

高座海軍工廠の関連施設が設置され、軍都の色が濃くなるとともに人口も増え、同年に大和

村が大和町に、翌年に渋谷村が渋谷町になりました。 

戦後になると、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が厚木基地に訪れ、海軍航空隊は米

国海軍厚木航空基地となり、まちの様相が大きく変化しました。 

昭和２５年の町村合併促進法にともない、昭和３０年、渋谷町の長後、高倉が藤沢市に編

入し、福田、上和田、下和田が渋谷村となり、翌年の昭和３１年には大和町と渋谷村は合併

し、昭和３４年に神奈川県の１４番目の市として大和市が誕生しました。 

日本の経済の急激な発展とともに、人口も急増し、市制施行当時約４万人であった人口は

昭和４５年に１０万人、平成４年に２０万人を突破しました。 

昭和５１年、東急田園都市線がつきみ野駅まで開通、昭和５９年には同線が中央林間駅と

接続し、平成６年には大和駅周辺の連続立体交差事業も完了するなど、交通の利便性も向上

しています。 

また、平成１２年１１月には「特例市」の指定を受け、県内の中堅都市として発展を続け

ています。（平成２７年４月１日に「施行時特例市」へ移行） 
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３．人口及び市域 
 

大和市は、昭和３０年代から昭和５０年代にかけて、急激に都市化が進み、著しい人口の

増加をみました。 

この急激な増加傾向も昭和５０年代後半には、安定的な増加へと推移する傾向を示してい

ました。近年では、首都圏の地価高騰の影響を受けて、中高層住宅の建築が進み、一時は急

激に人口が増加しましたが、ここ数年は緩やかな増加になっています。 

大和市の市域面積は令和６年１月１日現在、２７．０９K㎡となっています。 

 

         人口・世帯数の推移                                     各年１０月１日現在 

年      次  人    口（人） 増加人口（人）    世  帯  数   

昭和３０年      ２４，９８１ ―――      ５，７２９ 

    ３５年      ４０，９７５   １５，９９４    １０，００３ 

    ４０年      ６４，９９１   ２４，０１６    １７，３００ 

    ４５年    １０２，７６０   ３７，７６９    ２９，９９９ 

    ５０年    １４５，８８１   ４３，１２１    ４３，９９０ 

    ５５年    １６７，９３５   ２２，０５４    ５３，９３４ 

    ６０年    １７７，６６９     ９，７３４    ５９，５２８ 

平成  ２年    １９４，８６６   １７，１９７    ７１，０３４ 

      ７年    ２０３，９３３     ９，０６７    ７７，３８３ 

  １２年    ２１２，７６１     ８，８２８    ８４，３８２ 

  １７年    ２２１，２２０     ８，４５９    ９１，０７２ 

  ２２年    ２２８，１８６     ６，９６６    ９７，２４４ 

  ２７年    ２３２，９２２     ４，７３６  １０２，０２０ 

令和  ２年 ２３９，１６９ ６，２４７ １１０，５１９ 

                             ※国勢調査より 

         人口集中地区（ＤＩＤ）                                 各年１０月１日現在 

年      次 人    口（人） 面    積（K㎡）  人口密度（人／K㎡  ） 

昭和３５年     １６，７５１         ２．５ ６，７００ 

    ４０年     ３５，３３０        ５．１ ６，９２８ 

    ４５年     ７９，６４２      １１．０ ７，２４０ 

    ５０年   １３３，６１５      １７．８ ７，５０７ 

    ５５年   １６３，９１５      ２３．５ ６，９７５ 

    ６０年   １７４，１９８      ２３．２ ７，５０９ 

平成  ２年   １９２，４５６      ２３．９ ８，０５３ 

      ７年   ２０１，１６４      ２４．０ ８，３９９ 

  １２年   ２０９，７１８      ２３．０ ９，１１０ 

  １７年   ２１８，５６７     ２３．２ ９，４２１ 

  ２２年   ２２５，８１７     ２３．４ ９，６７１ 

  ２７年   ２２９，７６１     ２３．０ ９，９９４ 

令和  ２年 ２３７，８１０ ２５．０ ９，５２０ 

                                                                ※国勢調査より 

 
・人口集中地区（ＤＩＤ:Densely Inhabited District）とは、人口密度が１K㎡あたり約4000人以

上の地区が集合して、合計人口が5000人以上の地域のこと。 



 

5 

Ⅱ  都  市  計  画  の  内  容 
 

１．都市計画の内容と基本理念 
 

都市計画は、無秩序な都市化を防止し便利で住みやすいまちをつくるため、土地の使い方

や建物の建て方についてのルールを始め、まちづくりに必要な多くのことがらを、相互の関

係を考えながら定める「土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」です。

そして、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市

活動を確保すべきこと」並びに「このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図

られるべきこと」を基本理念としています。 

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公

共の福祉の増進に寄与することを目的として、都市計画の内容及び決定手続き、都市計画制

限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項について定めています。  

 

２．都市計画の決定手続き 
 
都市計画には、市が決定するものと、県が決定するものがあります。例えば、街区公園の

ように特定の地域の人に利用されるものについては、市決定であり、国道や県道のように広

域的に利用されるものについては、県決定となります。 

＜市が定める都市計画＞                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜県が定める都市計画＞ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

§18③ §23 

同
意 

§17② 

§20 

協
議 

都市計画

の提案 

§21の2 

協

議

回

答

市の意見聴取 市都市計画審議会 

原案の作成 公告及び案の縦覧 県都市計画 

審議会 
都市計画の

決定 

告示及び

縦覧 

国土交通大臣

との協議 

他の行政機関等

との調整等 

公聴会等による

住民の意見反映 意見書の提出 

§16 
§17② 

§18②要旨 

§15の2① 

§17① 
§18① §20 

地方整備局との

事前協議 

市町の案となるべ

き事項の申出 

§18① 

素案の決定 

都市計画の提案 

申

出 
通

知

§21の2 
提

案 

市都市計画
審議会 

都市計画の
決定 

告示及び

縦覧 

§19① 

提

案 

§19②要旨 

公告 及び
案の縦覧 

意見 書の
提 出 

§17① 

原案の作成 

公聴会等による

住民の意見反映 

§16 

§19③ 

県知事と

の協議 
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都 市 計 画 の 種 類 一 覧 表 
 

 

 
市街化区域 

                                          市街化調整区域 

                              都市再開発の方針 

                                                            住宅市街地の開発整備の方針 

                                                                          拠点業務市街地の開発整備の方針 

                                                                          防災街区整備方針 

 

                         用途地域                                                  第一種低層住居専用地域 

                         特別用途地区                                              第二種低層住居専用地域 

                         特定用途制限地域                     第一種中高層住居専用地域 

   特例容積率適用地区                              第二種中高層住居専用地域 

                         高層住居誘導地区                                第一種住居地域 

                         高度地区、高度利用地区                              第二種住居地域 

                         特定街区                                                  準住居地域 

                         都市再生特別地区、居住調整地域                   田園住居地域 

             居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区            近隣商業地域 

                         防火地域、準防火地域                        商業地域 

                         特定防災街区整備地区                                      準工業地域 

                         景観地区                               工業地域 

                         風致地区                         工業専用地域 

                         駐車場整備地区 

                         臨港地区 

                         歴史的風土特別保存地区  

                         第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区 

                       緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域 

                         流通業務地区 

                       生産緑地地区 

                         伝統的建造物群保存地区 

    航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区 

     

                                                             市街地再開発促進区域 

                                              土地区画整理促進区域 

                                                                   住宅街区整備促進区域 

                                                                   拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 

         

                                                                 

 

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ﾀｰﾐﾅﾙ、その他の交通施設 

                                公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地 

              水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、                                

            その他の供給施設又は処理施設 

              河川、運河、その他の水路 

                                 学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設     

              病院、保育所、その他の医療施設又は社会福祉施設 

              市場、と畜場、火葬場 

              一団地の住宅施設 

              一団地の官公庁施設 

              流通業務団地 

              一団地の津波防災拠点市街地形成施設 

              一団地の復興再生拠点市街地形成施設 

              一団地の復興拠点市街地形成施設 

              電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂、若しくは防潮の施設 

 

 

 

    土地区画整理事業 

                         新住宅市街地開発事業 

    工業団地造成事業  

    市街地再開発事業  

                         新都市基盤整備事業 

                         住宅街区整備事業 

防災街区整備事業 

                      

                      

 

    新住宅市街地開発事業の予定区域  

    工業団地造成事業の予定区域 

                         新都市基盤整備事業の予定区域 

    一団地の住宅施設の予定区域（２０ｈａ以上） 

  一団地の官公庁施設の予定区域 

  流通業務団地の予定区域  

 

                           地区計画 

                                         防災街区整備地区計画 

                                                     歴史的風致維持向上地区計画 

沿道地区計画 

                                                     集落地区計画                                                      

               は大和市域で都市計画決定しているもの 

地域地区（§８） 

促進区域（§１０の２） 

遊休土地転換利用促進地区（§１０の３）  

被災市街地復興推進地域（§１０の４） 

市街地開発事業（§１２） 

市街地開発事業等予定区域（§１２の２） 

地区計画等（§１２の４） 

都

市

計

画

区

域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区域区分（§７） 

(§５の２） 

（§５） 

都市再開発方針等（§７の２）    

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（§６の２） 

準 

都

市

計

画

区

域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

都市施設（§１１） 
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Ⅲ  大  和  市  の  都  市  計  画 
 

 

１．都市計画区域 
 

 

都市計画区域とは、都市計画を定める一定の区域のことで、都市の健全で秩序ある発展の

ため、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。 

都市計画決定状況 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 都市計画区域 備   考 

Ｈ ２８．１１．１ 県告示第５２３号 ２，７０９ｈａ 市 域 全 域 

 

 

２．整備、開発及び保全の方針等 

（都市計画区域マスタープラン） 
 

 

（１）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 

人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて将来の見通しや

目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。 

都市計画決定状況（整備、開発及び保全の方針） 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 

Ｈ ２８．１１．１ 県告示第５２２号 

 

（２）区域区分（線引き） 

 

区域区分とは、都市計画区域を市街化する区域（市街化区域）と、市街化を抑制する区域

（市街化調整区域）の２つに区分（線引き）することをいいます。 

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域で、ここでは公共施設の整備を行い、開発行為も一定の基準に

かなったものは許可されます。 

また、市街化調整区域は、自然環境の保全を中心とした土地利用に限定し、市街化を抑制

すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。 

都市計画決定状況（区域区分） 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 市 街 化 区 域 市街化調整区域 

Ｒ６．３．２９ 県告示第２２１号 ２，０１９ｈａ（約75％） ６９０ｈａ（約25％） 
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（３）都市再開発の方針 

 

本市（区域）において、計画的な再開発が必要な市街地について、再開発の目標、土地の

高度利用及び都市機能の更新に関する方針を定め、適切な規制・誘導及び市街地の再開発の

促進を図ります。 

 

都市計画決定状況 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 

Ｈ２８．１１．１ 県告示第５２４号 

 

 

（４）住宅市街地の開発整備の方針 

 

本市（区域）において、経済の高度成長期である昭和30年代半ば頃から著しく人口が流入

したため、鉄道駅を中心として土地区画整理事業等による市街地の形成がなされ、概ね市街

化区域の過半の区域について基盤整備が完了しています。今後も本区域の北部地域及び南部

地域等において土地区画整理事業等の都市基盤整備を予定しております。 

 

都市計画決定状況 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 

Ｈ２８．１１．１ 県告示第５２５号 

 

 

（５）防災街区整備方針 

 

本市（区域）において、防災上危険な状況にある密集市街地のうち、特に一体的かつ総合

的な再開発により防災性の向上を積極的に図るべき市街地について、再開発の目標、土地利

用及び都市機能の更新に関する方針を定め、適切な規制・誘導及び市街地の再開発の促進を

図ります。 

都市計画決定状況 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 

Ｈ２８．１１．１ 県告示第５２６号 
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３．地域地区 
 

 

地域地区は、土地利用について地域に応じた制限を加えることにより、それぞれの地域地

区の目標とする土地利用を合理的に実現しようとするものです。 

（１）用途地域 

 

都市では、人口や産業が集中すると多種多様な活動が盛んになり、様々な建物が無秩序に

混在し、生活環境が悪化したり、都市の機能が低下します。そこで、これらを防止するため

に、その地域に建物を建てる場合にお互いに守るべき最低限のルールを決めたものを用途地

域といいます。 

都市計画決定状況 

告示年月日 Ｒ６．３．２９ 告示番号 市告示第６５号 
容積率  （％） 

建蔽率 （％） 

第一種低層    

住居専用地域 

７０５ｈａ 

（３４．９％） 

低層住宅の良好な住環境保護のための地

域 

８０・１００ 

５０ 

第二種低層    

住居専用地域 

 

  － 
小規模な店舗の立地は認められる、低層住

宅の良好な環境保護のための地域 
  － 

第一種中高層  

住居専用地域 

１６３ｈａ 

（８．１％） 

中高層住宅の良好な環境保護のための地

域 

２００ 

６０ 

第二種中高層  

住居専用地域 

 

  － 
一定の利便施設の立地は認められる、中高

層住宅の良好な環境保護のための地域 
  － 

第一種 

住居地域 

５３７ｈａ 

（２６．６％） 

大規模な店舗、事務所の立地は制限され

る、住宅の環境保護のための地域 

２００ 

６０ 

第二種 

住居地域 

４５ｈａ 

（２．２％） 

大規模な店舗、事務所の立地も認められ

る、住宅の環境保護のための地域 

２００ 

６０ 

準住居地域 
４３ｈａ 

（２．１％） 

道路の沿道において、自動車関連施設等と

住宅が調和して立地する地域 

２００ 

６０ 

田園住居地域 
 

  － 
住宅と農地が混在し両者が調和して良好

な居住環境と営農環境の形成を図る地域 
  － 

近隣商業地域 
１０２ｈａ 

（５．１％） 

近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所

などの利便の増進を図る地域 

２００・３００ 

８０ 

商業地域 
４５ｈａ 

（２．２％） 
店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 

４００ 

８０ 

準工業地域 
３２１ｈａ 

（１５．９％） 

環境の悪化をもたらすおそれのない工業

の利便の増進を図る地域 

２００ 

６０ 

工業地域 
５８ｈａ 

（２．９％） 
工業の利便の増進を図る地域 

２００ 

６０ 

工業専用地域   － 専ら工業の利便の増進を図るための地域   － 

※用途地域内の建築物の制限は１０、１１ページを参照してください。 
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13種類の用途地域のイメージ図 

 

 第一種中高層住居専用地域 

 第二種中高層住居専用地域 
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用途地域内の建築物の用途制限一覧表 
 
  用途地域内の建築物の用途制限 
 
          建てられる用途 
 
          建てられない用途 
 
 

①、②、③、④、▲、■：面積、階数等の制限あり  

第
一
種
低
層

住
居
専
用
地

域 

第
二
種

低
層

住
居
専
用
地
域 

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域 

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域 

第

一

種

住

居

地

域 

第

二

種

住

居

地

域 

準

住

居

地

域 

田

園

住

居

地

域 

近

隣

商

業

地

域 

商

業

地

域 

準

工

業

地

域 

工

業

地

域 

工

業

専

用

地

域 

備    考 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、 
  50 ㎡以下かつ建築物の延べ面積の 2 分の１未満のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  非住宅部分の用途制限あり 

店 
 

舗 
 

等 

店舗等の床面積が 150 ㎡以下のもの  

① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ④ ① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店

及び建具屋等のサービス業用店舗の

み。2 階以下 
② ①に加えて、物品販売店舗、飲食

店、損保代理店・銀行の支店・宅地

建物取引業等のサービス業用店舗

のみ。2 階以下 
③ 2 階以下 
④ 物品販売店舗、飲食店を除く。 
■ 農産物直売所、地域農産レストラ

ン等のみ。2 階以下 

店舗等の床面積が 150 ㎡を超え、 
              500 ㎡以下のもの 

  ② ③ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ④ 

店舗等の床面積が 500 ㎡を超え、 
             1,500 ㎡以下のもの 

   

③ ○ ○ ○ 

 

○ ○ ○ ○ ④ 

店舗等の床面積が 1,500 ㎡を超え、 
             3,000 ㎡以下のもの 

    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ④ 

店舗等の床面積が 3,000 ㎡を超え、 
            10,000 ㎡以下のもの 

     ○ ○  ○ ○ ○ ○ ④ 

店舗等の床面積が 10,000 ㎡を超えるもの         ○ ○ ○   

事 

務 

所 

等 

事務所等の床面積が 150 ㎡以下のもの    

▲ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ 

▲ 2 階以下 

事務所等の床面積が 150 ㎡を超え、 500 ㎡以下のもの    

▲ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ 

事務所等の床面積が 500 ㎡を超え、1,500 ㎡以下のもの    

▲ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ 

事務所等の床面積が 1,500 ㎡を超え、3,000 ㎡以下のもの     
○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ 

事務所等の床面積が 3,000 ㎡を超えるもの      

○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ 

ホテル、旅館     

▲ ○ ○  

○ ○ ○   ▲ 3,000 ㎡以下 

遊
戯
施
設
・
風
俗
施
設 

ボーリング場、スケート場、水泳場、 
      ゴルフ練習場、バッティング練習場等 

    ▲ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ▲ 3,000 ㎡以下 

カラオケボックス等      

▲ ▲  

○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 10,000 ㎡以下 

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等      

▲ ▲  

○ ○ ○ ▲  ▲ 10,000 ㎡以下 

劇場、映画館、演芸場、観覧場       

▲  

○ ○ ○   ▲ 客席 200 ㎡未満 

キャバレー、個室付浴場等          

○ ▲   ▲ 個室付浴場等を除く 

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

大学、高等専門学校、専修学校等   

○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○    

図書館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

神社、寺院、教会等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

病院   

○○○○○

 

○○○

   

公衆浴場、診療所、保育所等 ○○○○○○○○○○○○○  

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 600 ㎡以下 

自動車教習所     

▲ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000 ㎡以下 

工 
 
 
 
 
 

場 

・ 

倉 
 
 

庫 
 
 

等 

単独車庫（附属車庫を除く）   

▲ ▲ ▲ ▲ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ▲  300 ㎡以下 2 階以下 
建築物附属自動車車庫 
 ①②③については、建築物の延べ面積の 1/2 以下かつ備

考欄に記載の制限 

① ① ② ② ③ ③ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ①  600 ㎡以下 1 階以下 
②  3,000 ㎡以下 2 階以下 
③  2 階以下 ※一団地の敷地内について別に制限あり 

倉庫業倉庫       

○  

○ ○ ○ ○ ○  

自家用倉庫    ① 
 

② ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 

① 2階以下かつ 1,500㎡以下 
② 3,000 ㎡以下 
■農産物及び農業の生産資材を貯蔵す

るものに限る。 
畜舎（15 ㎡を超えるもの）     

▲ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000 ㎡以下 
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作

業場の床面積が 50 ㎡以下 

 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 原動機の制限あり、▲ 2 階以下 
 

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場     ① ① ① ■ ② ② ○ ○ ○ 

原動機・作業内容の制限あり 
作業場の床面積 
① 50 ㎡以下 ② 150 ㎡以下 
■農作物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供

するものに限る。(著しい騒音を発生させな

い。) 

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場         ② ② ○ ○ ○ 

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場           ○ ○ ○ 

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場            

○ ○  

自動車修理工場     ① ① ②  ③ ③ ○ ○ ○ 

作業場の床面積 
① 50 ㎡以下 ② 150 ㎡以下 
③ 300 ㎡以下 
原動機の制限あり 

火薬、石油類、ガスなどの危険

物の貯蔵・処理の量 

量が非常に少ない施設    

① ② ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ 

① 1,500 ㎡以下 2 階以下 
② 3,000 ㎡以下 

量が少ない施設         

○○○○○

量がやや多い施設           

○ ○ ○ 

量が多い施設            

○ ○ 

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては、原則、都市計画決定が必要  
（注）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。詳しくは、建築基準法をご覧下さい。 
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（２）高度利用地区 

 

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新を図るために、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の建

築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限などを定めます。 

大和市では現在、大和駅周辺の大和駅東側第４地区を指定しています。 

 

都市計画決定状況 

告示年月日 Ｈ１８．２．２７ 告示番号 市告示第２８号 

種 類 面 積 

高度利用地区 
（大和駅東側第４地区） 

約１．２ｈａ 

建築物の容積 
率の最高限度 

建築物の容積 
率の最低限度 

建築物の建蔽率 
の最高限度(注１) 

建築物の建築 
面積の最低限度 

30/10 10/10 7/10 200㎡ 

（注１） 建築基準法第５３条第３項各号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10を、
同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条第５項第１号に該当する建築物に
あっては、2/10をそれぞれ加えた数値とする。 

（注２） 壁面の位置の制限  ２ｍ以上 

 

 

（３）防火地域及び準防火地域 

 

防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の延焼などの危険を防ぐために定める地域

です。これらの地域では、一定の建築物について、耐火建築物又は準耐火建築物等にすること

が規定されています。 

 

都市計画決定状況 

告示年月日 Ｒ６．３．２９ 告示番号 市告示第６６号 

地     域      指 定 区 域        面 積     

防火地域  ・ 商業地域  約４５ｈａ 

準防火地域 

・ 第一種低層住居専用地域 
・ 第一種中高層住居専用地域 
 ・ 第一種住居地域 
 ・ 第二種住居地域 
 ・ 準住居地域 
 ・ 近隣商業地域 
 

約１，５９５ｈａ 
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（４） 駐車場整備地区 
 

駐車場整備地区は、自動車交通の著しくふくそう
・ ・ ・ ・

する地区又はその地区の周辺について、道

路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保し、また、適正な駐車施設が無いために生じる都市

機能の低下を防ぐために駐車施設の設置を促進する目的で定めるものです。 

大和市では、現在、大和駅周辺を指定しています。 

 
都市計画決定状況 

告示年月日 告示番号 面  積 

Ｈ５．１１．１２ 市告示第７５号 約８５ｈａ 

 
 
（５） 特別緑地保全地区 
 

特別緑地保全地区は、樹林地や草地等が一体となって自然的環境を形成し、景観にすぐれて

いる地区において無秩序な市街化を防止し、自然的環境を保全するために定めるものです。 

地区内では、建築物その他の工作物の建築、宅地の造成、土地の形質の変更等は原則として

行うことはできません。 

  大和市では、水源地周辺のまとまった樹林地を有する泉の森を指定しています。 

 
都市計画決定状況 

告示年月日 告示番号 名   称 面  積 

Ｓ６３．１２．２３ 県告示第１０５２号 泉の森緑地保全地区 約１７ｈａ 

※平成１６年１２月の都市緑地保全法の改正に伴い、都市計画法第８条における地域地区の名称が、緑地

保全地区から特別緑地保全地区へ変更になりました。泉の森については、都市計画決定の変更告示を行

っていないため、都市計画名称は「泉の森緑地保全地区」となっており、地域地区の名称と異なってい

ます。 

  
 
（６） 生産緑地地区 
 

生産緑地地区は、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成するために定める地

区です。地区内では、建築物その他の工作物の建築、宅地の造成、土地の形質の変更等は原則

として行うことはできません。 

 
都市計画決定状況 

告示年月日 告示番号 面 積 箇 所 数 

Ｒ５．１２．１５ 市告示第１９６号 約５１．９ｈａ ３０３箇所 
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４．都市施設 
 
 
（１） 交通施設 
 
◎都市計画道路 

 

道路は、健全な都市生活を支える基盤となるものであり、その役割として、都市内における

オープンスペースの供給、生活上必要な上下水道・ガス・電力・通信などの収容空間、さらに

火災・震災時における被害防止や避難路など、無限の利用価値をもつ根幹的施設といえます。 

しかし、最近の車の増加は、交通渋滞・交通事故をまねき市民に大きな影響を与え深刻な問

題となっており、総合的な交通対策を考えた道路をつくることが必要となっています。 

 
都市計画決定状況 

種       別 路  線  数 延   長 ㎞ 

幹 線 街 路 ２９ 約５３．９７ 

特殊街路（歩行者専用道）   ８   約６．９１ 

合       計 ３７ 約６０．８８ 

 
 

◎都市高速鉄道 

 

道路と鉄道との平面交差をなくして、道路交通の安全と円滑化並びに大和駅周辺地域の健全

な発展を図るため、連続立体交差事業(地下化)を都市高速鉄道として都市計画決定しています。 

なお、この事業は、平成６年１０月３１日に完了しています。 

 

都市計画決定状況 

告示年月日 

（告示番号） 

名    称 
位    置 延長距離 都市高速鉄道 施設名 

Ｓ５６．３．３１ 

（県告示第３０１号） 
相模鉄道本線 大和駅 

起点  深見字入村 

終点  上草柳字緑野 
約２，７４０ｍ 

 
 

◎駅前広場 

 

駅前広場は、鉄道と様々な交通手段との連絡を安全かつ円滑に行うとともに、その都市の玄

関口になる中心的な空間であり、都市づくりにおいてもっとも重要な役割をもっています。 

  大和市では、現在５駅に６ヶ所の駅前広場を都市計画道路の一部として都市計画決定してい

ます。 
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都市計画決定状況 

都市計画道路 駅前広場名称 計画面積（㎡） 備  考 

中央林間駅東線 中央林間駅東口駅前広場  約２，２００  整備済 

南林間駅東線 南林間駅東口駅前広場  約１，６００  整備済 

南大和相模原線 大和駅前広場  約１１，９００  整備済 

桜ヶ丘境橋線 桜ヶ丘駅西口駅前広場  約２，８００  整備済 

高座渋谷駅東線 高座渋谷駅東口駅前広場   約３，０００  整備済 

高座渋谷駅西線 高座渋谷駅西口駅前広場   約３，０００  整備済 

合                 計   約２４，５００   

※上記のほかに、つきみ野駅前広場２，５００㎡と相模大塚駅北口駅前広場 
 ３，７００㎡は、都市計画決定されていませんが整備済です。 

 

 

（２） 公共空地 

 

◎公園・緑地 

 

公園・緑地は、市民の憩いやレクリエーションの目的で利用され、市民の明日への活力を生

み出す場所として、また、災害時の避難・救援活動の場所として、都市づくりに欠くことので

きない都市施設となっています。 

大和市には、現在、８６箇所の都市計画公園があり、その面積は２８．５６ｈａです。 

 

都市計画決定状況 

種    別 箇  所  数 面      積 

総合公園   １箇所   約１０．０  ｈａ 

近隣公園   ３箇所   約  ４．０  ｈａ 

街区公園  ８２箇所   約１４．５６ｈａ 

合    計  ８６箇所   約２８．５６ｈａ 

  
 
（３） 処理施設 
 
◎ごみ焼却場   
 

都市化の進展や、生活様式の多様化により、排出されるごみの量が、増加していきます。  

大和市ではこれらを処理するため、第２号大和ごみ焼却場（環境管理センター）において焼却、

破砕処理等を行っています。 

 
都市計画決定状況 

告示年月日 告示番号 名        称 位      置 面  積 処理能力 

S50.3.31           市告示第１８号 第２号大和ごみ焼却場 
福田字丙六ノ区 

草柳三丁目 
約2.3ha 210t/24h 

S59.5.25           市告示第６９号 第１号大和ごみ焼却場 上草柳字扇野 約0.3ha 5t/8h 
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◎下水道 
 

下水道は、市民の生活や生産活動に伴って発生する汚水を処理するとともに、市街地におけ

る雨水を排除し、健康で快適な生活をするために欠かすことのできない重要な施設です。 

大和市の下水道は、昭和２９年から市街地を中心に事業着手しておりますが、現在、市街化

区域全域の事業認可を受けて、下水道整備の促進に努めています。 

 
都市計画決定状況 

告 示 年 月 日               Ｒ６．３．２９ 

告 示 番 号               市告示第６７号 

名 称               第１号大和公共下水道 

排 水 区 域               約２，０３９ｈａ 

下 水 管 渠               

中央１号幹線 深見字大塚戸から字山王塚 

境川上流５号幹線 下鶴間字乙五号 

引地川下流１号幹線 下和田字下ノ原 

処 理 施 設               

北部下水処理場 下鶴間字乙五号 面積約35,400㎡ 

中部下水処理場 
深見字大塚戸並びに上和

田字上ノ町及び字上ノ原 
面積約97,000㎡ 

中部下水処理場分場 
下和田字梅ノ木下及び字

下ノ原 
面積約27,600㎡ 

 
 
（４） その他の施設 
 
◎火葬場 
 

現在の大和斎場は、昭和５７年４月大和市と隣接する三市（海老名市・座間市・綾瀬市）の

広域斎場として整備されました。 

 
都市計画決定状況 

告 示 年 月 日                 

告示番号 
名          称 位    置 面   積 

Ｓ５５．３．１ 

市告示第２１号 
第１号大和斎場 

大和市下鶴間字丙七号 

座間市ひばりケ丘三丁目 
約１．５ｈａ 

 
◎市  場 
 

市場は、市民の食生活にとって欠かすことの出来ない生鮮食品を、適正価格で供給する施設

です。 

 
都市計画決定状況 

告 示 年 月 日                 

告示番号 
名          称 位    置 面  積 

Ｓ５５．１２．３ 

市告示第８０号 
第１号大和地方卸売市場 桜森一丁目 約１．１ｈａ 
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５．市街地開発事業 
 
 
（１）土地区画整理事業 
 

急激に都市化が進むと、道路、公園、上下水道などの整備がなされないまま無秩序な宅地化

が進み、生活環境がみだれます。そこで、その環境をより良くするため、その地域にあう生活

環境を整える宅地開発を行い、計画的なまちづくりを行うのが土地区画整理事業です。 

 
 
【土地区画整理事業の施行】 
 
 
  ○個人又は共同施行    土地所有者又は借地権者又はこれらの同意を得た者が、１人又は数 
 

人共同で土地区画整理事業を施行するもの。 
 
 
  ○組 合 施 行            土地の所有者及び借地権者が７人以上集まって土地区画整理組合 
 

を設立し、土地区画整理事業を施行するもの。 
 
 
  ○公 共 団 体 施 行            都道府県や市町村が都市計画として土地区画整理事業を行うこと 
 

を決定した地区について施行するもの。 

 

                      
都市計画決定状況（公共団体施行） 

告 示 年 月 日                 

告 示 番 号             名          称 面    積 備      考 

Ｓ４９．４．１９ 

県告示第３７０号 
渋谷土地区画整理事業              約６４．８ha  

 
 
 
  ○行 政 庁 施 行            国の利害に重大な関係があり、災害発生等特別の事情により急施を 
 

要する場合、国又は都道府県又は市町村が施行するもの。 
 

                       
都市計画決定状況（行政庁施行） 

告 示 年 月 日                 

告 示 番 号             名          称 面    積 備      考 

Ｓ１８．２． ４ 

内務省告示第５６号 
大和都市計画土地区画整理 約２００万坪  

Ｓ１９．５．１１ 

内務省告示第２４４号 
大和都市計画土地区画整理 約１８６万３千坪 区域変更 
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土地区画整理事業の実施状況 
（個人施行） 

名    称 面 積 施行年度 認可公告年月日 換地処分公告年月日 

下鶴間山谷北土地区画整理事業 1.6ha H19～H21  H19. 3. 29 H21. 4.16 

 
 （組合施行） 

名    称 面 積 施行年度 認可公告年月日 換地処分公告年月日 

北部第一土地区画整理事業 112.5ha S40～S45  S40. 7. 6 S45. 1.31 

鹿島土地区画整理事業   7.2ha S41～S44  S42. 2.21 S43.11. 5 

南部第一土地区画整理事業  20.7ha S43～S51  S43.10. 4 S47. 3.14 

久田土地区画整理事業  15.5ha S44～S48  S44.11.10 S47. 8.29 

下草柳土地区画整理事業  33.1ha S46～S51  S46. 6.11 S49.11.22 

南部第三土地区画整理事業  41.3ha S48～S55  S48. 6. 1 S53. 2.21 

宮久保土地区画整理事業    7.2ha S54～S56  S54.12.25 S56. 7. 7 

南部第二土地区画整理事業 116.1ha S47～H 4  S47. 6.30 S59. 3.19 

神明若宮土地区画整理事業   3.4ha H 6～H11  H 6.10.14 H11. 3.23 

下鶴間高木土地区画整理事業 4.9ha H16～H20 H16.6.11 H20. 8.26 

下鶴間松の久保土地区画整理事業 4.9ha H20～H23 H21.1.19 H23. 7.29 

下福田土地区画整理事業 3.9ha H28～R 1 H28.5.23 R 1.12.24 

下鶴間山谷南土地区画整理事業 3.9ha H28～R 1 H29.2.15 R 1.10.25 

 
 （公共団体施行） 

名    称 面 積 施行年度 認可公告年月日 換地処分公告年月日 

渋谷（北部地区）土地区画整理事業  23.4ha S55～H11  S55. 6.10 H 6. 9.30 

渋谷（南部地区）土地区画整理事業  41.8ha H 5～  H 5.12. 1 H30. 6.29 
 
（行政庁施行） 

名    称 面 積 施行年度 認可公告年月日 換地処分公告年月日 

大和都市計画事業土地区画整理 約619.6ha S18～S35  S18.12.23 S35. 3.25 

 
（事業計画の変更の経緯） 

名    称 面  積 公告年月日 備  考 

渋谷（南部地区）土地区画整理事業 

42.0ha H 9. 1.17 事業計画の変更認可 

〃 H 9. 4.23 〃 

〃 H16. 3.12 〃 

〃 H19. 4.13 事業計画の軽微な変更 

〃 H19.10. 5 〃 

〃 H23.10.20 事業計画の変更 

〃 H25. 5.31 事業計画の軽微な変更 

〃 H27.12.10 〃 

〃 H28. 7. 1 〃 

〃 H29. 8.22 〃 

〃 H30.10.19 事業施行期間の延長 
 
（２）市街地再開発事業 
 

市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図

るため行われる事業です。大和市では、大和駅周辺に高度利用地区と地区計画とともに定

めています。 
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都市計画決定状況 

告 示 年 月 日                 

告 示 番 号 名          称 面  積 

Ｈ２５．３．２９ 

市告示第４４号 
大和駅東側第４地区第一種市街地再開発事業 約１．２ｈａ 

 
市街地再開発事業の実施状況 

名    称 面 積 
組合設立認可 

公告年月日 

組合解散認可 

公告年月日 

大和駅東側第４地区第一種市街地再開発事業 約1.2ha H19. 3.23 H29. 3.31 

 

６．地区計画 
 
◎地区計画 
 

地区計画は、地区レベルでのまちづくりの計画であり、良好な生活環境を整備し、保全する

ために、建築物の用途や建築形態、公園や道路等の公共施設等の配置について、それぞれの地

区の特性に応じて細かく定めることができる制度です。 

 

都市計画決定状況 

告 示 年 月 日                   
告 示 番 号               名          称 面    積 備    考 

Ｈ１１．  １．２２ 
市告示第４号 渋谷北部地区地区計画            約２３．７ｈａ  

Ｈ  ８．  ５．１０ 
市告示第５８号 南林間駅西地区地区計画 約１０．０ｈａ  

Ｈ１０． ３． ６ 
市告示第３８号 神明若宮地区地区計画            約 ３．０ｈａ  

Ｈ２５．１２． ２ 
市告示第２０２号 渋谷南部地区地区計画            約４１．９ｈａ  

Ｈ１３．  ７．１６ 
市告示第７０号 千本桜地区地区計画 約１０．５ｈａ  

Ｈ２５． ３．２９ 
市告示第４５号 大和駅東側第４地区地区計画 約 １．２ｈａ  

Ｈ１９． ６．２９ 
市告示第１１３号 下鶴間高木地区地区計画 約 ４．９ｈａ  

Ｈ２３． ３． １ 
市告示第２４号 下鶴間山谷北地区地区計画 約 ６．４ｈａ  

Ｈ２５． ３．２９ 
市告示第４３号 つきみ野６丁目地区地区計画 約１１．４ｈａ  

Ｈ２９． ８． ７ 
市告示第１５５号 下福田地区地区計画 約 ４．４ｈａ  

Ｈ３０． ６．１８ 
市告示第１３９号 下鶴間山谷南地区地区計画 約 ３．９ｈａ  

Ｒ  ６．  ３．２９ 
市告示第６８号 中央森林東側地区地区計画 約１１．５ｈａ  
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渋谷北部地区地区計画 

位      置 

大和市渋谷一丁目、渋谷二丁目、渋谷三丁目、渋谷四丁目、渋谷五丁目、渋谷六丁目、福田四丁目、

福田字乙一ノ区、乙二ノ区、字乙七ノ区及び字乙八ノ区、上和田字中ノ原及び字下ノ原並びに下和田

字上ノ原 

面      積 約  ２３．７ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

 

地区計画の目標 

  本地区は、大和市の南部に位置し、地区内には都市計画道路３・４・１号藤沢町田線、同３・４・

３号福田相模原線、同３・５・７号中福田南庭線の３路線が配置されており、土地区画整理事業等に

より公共施設の整備が図られている地区である。 

  よって、基盤整備事業により整備された住環境を損なわないよう建築物等の制限等を定め、良好な

住居系の市街地を形成し、かつ保全することを目標とする。 

 

土地利用の方針 

  地区の特性を考慮し、良好な環境の維持、保全が図られるよう区域をＡ～Ｅに細分化し、次の方針

により土地利用を図る。 

（Ａ地区、Ｂ地区） 

低層住宅及び中層住宅を適切に配置し、良好な都市環境の形成、保全を図る。 

（Ｃ地区、Ｄ地区、Ｅ地区） 

  住居系の土地利用を基調としながら、周辺住民の利便性はもとより、沿道型の土地利用を想定し、

かつ良好な都市環境の形成、保全を図る。 

 

建築物等の整備の方針 

（Ａ地区） 

  基盤整備事業で形成された低層住宅地としての環境を保全するため建築物の用途の制限を定めると

ともに、敷地の細分化を防止し良好な住環境が維持保全されるよう、建築物の敷地面積の最低限度を

定める。 

（Ｂ地区） 

  当該地区の地区特性を考慮し中層住宅を容認し、用途の混在、敷地の細分化を防止し良好な住環境

が維持保全されるよう、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高

限度について定める。 

（Ｃ地区） 

  都市計画道路３・５・７号中福田南庭線及び小田急江ノ島線の緩衝地区としての土地利用を主体と

し、後背地の住環境を保全するとともに、周辺住民の利便性に配慮した一定規模の店舗等の立地を許

容する地区であり、用途の混在、敷地の細分化を防止し快適な都市環境が維持保全されるよう、建築

物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。 

（Ｄ地区） 

  都市計画道路３・５・７号中福田南庭線南側の小田急江ノ島線沿いは、既存大型店舗及び南部地区

の商業核ゾーンとなる高座渋谷駅周辺への来街を促す店舗等の立地も可能な地区とし、当該地区の都

市環境が維持保全されるよう建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。 

（Ｅ地区）    

  都市計画道路３・４・１号藤沢町田線及び同３・４・３号福田相模原線は、交通体系上骨格をなす

道路として位置付けの高い路線であるとともに、両路線とも藤沢・大和・相模原方面を結ぶ都市間道

路としての機能を持ち合わせている。 

  このような位置付けから、周辺住民の利便性はもとより、主要な都市計画道路沿道といった特性を

考慮した自動車関連施設、郊外型店舗等の多様な沿道サービス施設が立地する地区であり、当該地区

の環境が維持保全されるよう建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。 

 
地

区

整

備

計

画 
建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地   区 

  の 

区   分 

名 称 Ａ  地  区 Ｂ  地  区 Ｃ  地  区 Ｄ  地  区 Ｅ  地  区 

面 積 約３．０ha 約２．９ha 約７．０ha 約１．６ha 約９．２ha 

建  築  物  等

の  用  途  の 

制  限 

 次の各号に

掲げる建築物

は建築しては

ならない。 

(1) 学校、図書

館その他

これらに

類するも

の 

(2) 公衆浴場 

 次の各号に掲げ

る建築物は建築し

てはならない。 

(1) 大学、高等専門

学校、専修学校

その他これらに

類するもの 

(2) 病院 

 次の各号に掲げる

建築物は建築しては

ならない。 

(1) ボーリング場、ス

ケート場又は水泳

場その他これらに

類するもの 

(2) ホテル又は旅館 

(3) 床面積の合計が１

５㎡を超える畜舎 

(4) 自動車教習所 

 次の各号に掲

げる建築物は建

築してはならな

い。 

(1) ホテル又は旅

館 

(2) 床面積の合計

が１５㎡を超

える畜舎 

(3) 自動車教習所 

 次の各号に掲

げる建築物は建

築してはならな

い。 

(1)ホテル又は

旅館 

(2)床面積の合

計が１５㎡を

超える畜舎 

建  築  物  の 

敷  地  面  積 

の  最  低  限 

度 

  敷地面積は 

１００㎡以上

とする。 
敷地面積は１３０㎡以上とする。 

建  築  物  等 

の  高  さ  の 

最  高  限  度 

            
  宅地の地盤面から

１８ｍ以下とする。 
 

 



 

Ａ
地

区
 

Ｃ
地

区
 

Ａ
地

区
 

Ｅ
地

区
 

Ｂ
地

区
 

Ｃ
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南林間駅西地区地区計画 

位      置 
  南林間一丁目、南林間二丁目、南林間四丁目、南林間五丁目、南林間六丁目及

び南林間七丁目 

面      積 約  １０．０ ｈａ   

区  

域  

の  

整  

備  

・  

開  

発  

及  

び  

保  

全  

の  

方  

針 

 

地区計画の目標 

 

南林間駅西地区は、昭和初期に開発された林間都市の面影を残した緑多き歴史

ある住宅都市であるが、近年の社会状況の変化により、様々な都市活動が活発に

展開されるようになってきている。 

本地区計画では、林間都市のイメージを受け継ぐ南林間のシンボルゾーンとし

て、周辺の住宅地の居住環境に配慮しつつ、良好で緑豊かな商業のまち並みを次

に掲げる方針のもとに形成することを目標とする。       

 

土地利用の方針 

駅前地区、都市計画道路に接する地区、それぞれの特性を考慮し、次の方針に

より土地利用を図る。 

（Ａ地区）  周辺住宅地の居住環境に配慮しつつ、日用品店舗と沿道サービス施

設とが共存した、にぎわいのある近隣商業地としての土地利用を図る。 

（Ｂ地区）  土地の高度利用を促進し、商業施設を集積することにより、地域の

中心商業地としての土地利用を図る。 

 

地区施設の整備の方針 

 

歩行者と自転車の円滑な移動と安心して買物ができる歩行者空間を両立させ

るため、都市計画道路３・４・７南林間座間線沿道に歩道状空地を確保する。 

また、地区内の街路空間は、歩行者の移動と視線を最も重視した構成とする。 

 

建築物等の整備の方針 

建築物の整備の方針は次のように定める。 

なお、建築物の外壁の基調色として、（財）日本色彩研究所配色体系のホワイ

ト、ライトグレイ、グレイ、ペール、ライトグレイッシュ、グレイッシュの各ト

ーンに分類される色調を推奨する。   

（Ａ地区）周辺住宅地の居住環境に配慮し、美しい街路空間を形成するため、建

築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等

の形態又は意匠の制限について定める。   

（Ｂ地区）美しい街路空間を形成するため、建築物の色彩、形態等の意匠は、周

囲との調和に努める。 

緑化の方針 
緑豊かなまち並みを形成するため、公共空間の緑化を進めるとともに、敷地内

の道路に接する部分においては、樹木や草花などを配置し緑化に努める。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置及び規模 歩 道 状 空 地               
幅      員 延          長 備          考 

０．７５ｍ 約 １，０２５ｍ 計画図表示のとおり 

建

築

物

等

の

制

限

に

関

す

る

事

項 

地区の区分 
名 称 Ａ    地    区 

面 積 約    ３．７ｈａ 

建築物等の用途の制

限 

次の各号に掲げるものは建築してはならない。 

（１）  敷地が都市計画道路３・４・７南林間座間線に接する建築物の同線に  

    面する１階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの 

        ただし、自己用の専用住宅、及び同線に接する敷地の長さが４ｍ未満  

    である建築物の場合はこの限りではない。 

（２）  倉庫業を営む倉庫 

（３）  床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 

（４）  原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が５０㎡を超えるもの 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」とする）の面から都市計画

道路３・４・７南林間座間線の道路境界線までの距離は、０．７５ｍ以上とする。 

ただし、外壁等で地盤面から２．５ｍ以上の部分はこの限りではない。 

建築物等の高さの最

高限度 

建築物の各部分の高さは当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離

に１．２５を乗じて得たものに２０ｍを加えたもの以下とする。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

建築物の屋根、外壁その他の戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、

風致などを良好に保つため、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 

「区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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神明若宮地区地区計画 

位    置 大和市福田字甲四ノ区 

面   積 約 ３．０ ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地区計画の目標 本地区は、小田急江ノ島線「高座渋谷駅」から西約１kmに位置し、

大和市神明若宮土地区画整理事業の施行により都市基盤整備が行われ

ている地区である。 

本地区計画は、土地区画整理事業によって創出される良好な住宅市

街地の維持増進を図り、『緑と坂の生活都市』を基本理念とした、う

るおいとゆとりのある快適な居住環境を形成・保持することを目標と

する。 

土地利用の方針 本地区は、戸建住宅を主体とした低層住宅地とし、引地川沿いの自

然的景観に配慮した、良好な居住環境の形成と保全を図る。 

地区施設の整備の方針 本地区中央に地区幹線道路を配置し、居住者の安全性及び利便性を

確保するとともに、その維持保全を図る。 

建築物等の整備の方針 緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上を誘導するた

め、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の

壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの

構造の制限を定める。 

緑化の方針 『緑と坂の生活都市』として、緑にあふれたうるおいある街並みを

形成するため、敷地内緑化を推進する。 

地

区

整

備

計

画

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地区施設

の配置及

び規模 

道 路  幅員 ６ｍ   延長 約 600ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの 

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

(4) 公衆浴場 

建築物の敷地面

積の最低限度 

敷地面積は130㎡以上とする。 

建築物の壁面の

位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線（計画図に表

示する部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。）までの距離は、

1.0ｍ以上とする。 

ただし、建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限り

ではない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下である

もの 

(2) 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒

の高さが2.3ｍ以下で、かつ床面積の合計が５㎡以内であるもの 

(3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、美観、風

致等を良好に保つため、刺激的な色彩は用いないものとする。 

また、擁壁面等に張り出した形態の架台その他これに類するものは、

設けてはならない。 

かき又はさくの

構造の制限 

 道路境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフ

ェンス等とする。 

ただし、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地

の地盤面から0.7ｍ以下のもの又は門柱等の部分にあっては、この限り

ではない。 

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 
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神 明 若 宮 地 区 地 区 計 画 

凡    例 

          地 区 計 画 区 域 

 地 区 施 設 

壁面の位置の制限 

      道路境界から１ｍ以上 

 



渋谷南部地区地区計画 

位    置 
 大和市渋谷四丁目、渋谷五丁目、渋谷六丁目、福田字甲八ノ区、字乙一ノ区

及び字乙二ノ区並びに下和田字中ノ原及び字上ノ原 

面    積 約  ４１．９ ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

地区計画の目
標 

 本地区は、「緑と坂の生活都市」を基本理念に、南部の地域拠点に位置付け

られており、土地区画整理事業による計画的な住宅市街地の整備と商業・業

務及び文化核の形成を図り、魅力ある都市空間づくりを目指している。 

 本地区計画は、土地区画整理事業によって創出される良好な住宅市街地の保

全と地域拠点商業地にふさわしい商業・業務施設の集積を図り、うるおいと

賑わいのある健全な都市環境を形成・保持するとともに、土地の有効利用を

誘導することを目標とする。 

土地利用の方
針 

 地区を11地区に区分し、商業・業務施設、住宅等の均衡ある土地利用を図る。 
 住居系の地区については、低層住宅を主体とする地区（Ａ地区）、低層住宅
と中層住宅の調和に配慮する地区（Ｂ地区）、都市計画道路及び鉄道の緩衝
地区としての土地利用を主体とする地区（Ｃ地区）を適切に配置して良好な
居住環境を形成する。 
 沿道系の地区（Ｄ地区）については、住居系の土地利用を基調とするものの、
多様な沿道サービス施設等を許容し、良好な都市環境を形成する。 
 商業系の地区については、商業・業務施設、文化施設等を集積し土地の高度
利用を図る駅前地区（Ｇ地区）を中心として、既存の大型商業施設を核とし
た地域住民のための利便施設等を駅周辺地区（Ｅ地区）に集積するとともに、
安全で賑わいのある商業空間を創出するために商業モール地区（Ｆ1地区・Ｆ
2地区）を配置し、大和市南部の地域拠点にふさわしい商業地を形成する。 

地区施設の整
備の方針 

地区施設は土地区画整理事業により、主要生活道路（幅員９～13ｍ）を、区
画道路の集散路としての機能に合わせ、補助幹線道路（都市計画道路3･5･7号
中福田南庭線、同3･4･9号高座渋谷駅東線、同3･4･10号高座渋谷駅西線）を補
完するために配置・整備するとともに、区画道路を地区内の災害時における防
災性及び住民のための利便性の向上を図るために配置・整備する。 
 また、歩行者専用道を駅等への歩行者交通の動線を確保するとともに、安全
で賑わいのある商業地区を形成するために配置・整備する。 

建築物等の整
備の方針 

建築物等の整備の方針は次のように定める。 
 

（Ａ地区） 
緑豊かな低層住宅地を形成し、良好な住環境の向上を誘導するため、建築

物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は意匠
の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。 

（Ｂ地区） 
緑豊かな低層住宅と中層住宅が調和した地区を形成し、良好な住環境の向

上を誘導するため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建
築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さ
の最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限に
ついて定める。 

（Ｃ地区） 
 都市計画道路3･5･7号中福田南庭線及び小田急江ノ島線の緩衝地区として
の土地利用を主体とし、後背地の住環境を保全するとともに、用途の混在、
敷地の細分化を防止し、快適な都市環境が維持保全されるよう、建築物等の
用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、建
築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。 

（Ｄ地区） 
本市の骨格を成す道路である都市計画道路3･4･1号藤沢町田線及び同3･4･

3号福田相模原線の沿道として、自動車関連施設、郊外型店舗等の多様な沿
道サービス施設の立地を許容する地区を形成するため、建築物等の用途の制
限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の
形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。 
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建築物等の整
備の方針 

（Ｅ地区） 
駅周辺地区については、都市計画道路3･4･9号高座渋谷駅東線及び同3･4･

10号高座渋谷駅西線を中心として、周辺住民の利便性を重視した商業地を形
成するとともに、快適な歩行空間を確保するため、建築物等の用途の制限、
建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限
度、建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 
 

（Ｆ1地区・Ｆ2地区） 
商業モール地区については、安全で賑わいのある商店街を形成するととも

に、快適な歩行空間を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地
面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等
の形態又は意匠の制限について定める。 
 

（Ｇ地区） 
駅前地区については、商業、業務、文化の拠点を形成し、土地の高度利用

を図るとともに、快適な歩行空間を確保するため、建築物等の用途の制限、
建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限
度、建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 

緑 化の方針       「緑と坂の生活都市」として、緑あふれたうるおいある街並みを形成する
ため、敷地内緑化及び公共空間の緑化を推進する。 
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地
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地区施設の配

置及び規模 

 道  路 幅員13ｍ 延長約120ｍ  幅員11.5ｍ 延長約260ｍ  幅員10ｍ 延長約490ｍ 

 歩行者 
 専用道 

 幅員 6ｍ  延長 約520ｍ           幅員  4ｍ    延長 約30ｍ 

 
 
 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地 区 の 
区 分 

名 称 Ａ 地 区 Ｂ 地 区 Ｃ地区 

面 積 約  1.5ha 約  4.7ha 約 15.7ha 

建築物等の用途の制
限 

  次の各号に掲げる建
築物は建築してはなら
ない。 
(1) 学校、図書館その

他これらに類するも
の 

(2) 公衆浴場 
(3) 神社、寺院、教会

その他これらに類す
るもの 

 次の各号に掲げる建築物
は建築してはならない。 
(1) 大学、高等専門学校、

専修学校その他これら
に類するもの 

(2) 公衆浴場 
(3) 病院 
(4) 神社、寺院、教会その

他これらに類するもの 
(5) 店舗、飲食店その他こ

れらに類するもので、
その用途に供する部分
の床面積の合計が150㎡
を超えるもの及び２階
以上の部分をその用途
に供するもの 

 次の各号に掲げる建築物は建築して
はならない。 
(1) 工場（店舗、飲食店その他これら

に類する用途に供する建築物に附属
するもので、作業場の床面積の合計
が50㎡以内のものは除く。） 

(2) ボーリング場、スケート場、水泳
場その他これらに類するもの 

(3) ホテル又は旅館 
(4) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎 
(5) 自動車教習所 
(6) 建築基準法別表第２(は)項に掲げ

る建築物以外の建築物の用途に供す
るものでその用途に供する部分の床
面積の合計が500㎡を超えるもの及び
３階以上の部分をその用途に供する
もの 

建築物の敷地面積の最

低限度 
  敷地面積は100㎡以上とする。 

  ただし、土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規 

た土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限 

壁面の位置の制限 
 

建築物等の高さの最
高限度 

  宅地の地盤面から18ｍ以下とする。 

 

建築物等の形態又は

意匠の制限 
 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを

良好に保つために、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 

かき又はさくの構造
の制限 

 道路境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なフェンス等とする。 

 ただし、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤面から0.7ｍ以下

っては、この限りではない。 

 

用 途 地 域 
容積率/建ぺい率 

第一種低層住居専用 
地域 １００/５０ 

第一種中高層住居専用地域 
２００/６０ 

第一種住居地域 ２００/６０   
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幅員9.5ｍ 延長約190ｍ  幅員9ｍ 延長約700ｍ  幅員8ｍ 延長約230ｍ  幅員6ｍ 延長約4,970ｍ  幅員5ｍ 延長約220ｍ 

  

Ｄ地区 Ｅ地区 Ｆ1地区 Ｆ2地区 Ｇ地区 

約  6.9ha 約  7.1ha 約  0.9ha 約  1.8ha 約  3.3ha 

  次の各号に掲げる建築物は建
築してはならない。 
(1) ホテル又は旅館 
(2) 床面積の合計が15㎡を超え

る畜舎 

 次の各号に掲げる建築物は建
築してはならない。 
(1) 倉庫業を営む倉庫 
(2) 床面積の合計が15㎡を超える

畜舎 
(3) 自動車教習所 
(4) 原動機を使用する工場で作業

場の床面積の合計が50㎡を超
えるもの 

(5)射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに
類するもの 

 次の各号に掲げる建築物は建築しては
ならない。 
(1) １階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎

又は下宿の用途に供するもの（廊下又
は広間の類、階段、エレベーターその
他これらに類するもの及び自動車車庫
その他の専ら自動車又は自転車の停留
又は駐車のための施設の部分は除
く。） 

(2) 倉庫業を営む倉庫 
(3) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎 
(4) 自動車教習所 
(5) 原動機を使用する工場で作業場の床

面積の合計が50㎡を超えるもの 
(6) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発 
 売所、場外車券売場その他これらに類 
 するもの 

 次の各号に掲げ
る建築物は建築し
てはならない。 
(1) 倉庫業を営む

倉庫 
(2) 床面積の合計

が15㎡を超える
畜舎 

(3) 自動車教習所 
(4) 原動機を使用

する工場で作業
場の床面積の合
計が50㎡を超え
るもの 

 

 

定による仮換地の指定を受け

りではない。 

 E、F1、G地区の敷地面積は65㎡以上とする。F2地区の敷地面積は100㎡以上とする。 

 ただし、土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による

仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用す

るものは、この限りではない。 

 
 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築しては

ならない。 

 宅地の地盤面から25ｍ以下
とする。 

 宅地の地盤面から31ｍ以下と
する。 

 宅地の地盤面か
ら18ｍ以下とす
る。 

 宅地の地盤面から31ｍ以下とする。 

 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つために、刺激的な色彩又は

装飾を用いないものとする。 

 

のもの又は門柱等の部分にあ 

 

 

 

第一種住居地域 ２００/６０, 
準住居地域   ２００/６０ 

近隣商業地域 ２００/８０ 
近隣商業地域 
３００/８０ 
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B 地 区 
一中高 200/60 

準住 200/60 
Ｄ 地 区 

一住 200/60 
Ｄ 地 区 

一住 200/60 
Ｄ 地 区 

一住 200/60 
Ｃ 地 区 

一住 200/60 
Ｃ 地 区 

35 

一住 200/60 
Ｃ 地 区 

一住 200/60 
Ｃ 地 区 

近商 200/80 
Ｅ 地 区 

近商 200/80 
Ｅ 地 区 

 
近商 200/80 
Ｆ１ 地 区 

 
近商 300/80 
Ｇ 地 区 

 
一低 100/50 
Ａ 地 区 

 
近商 200/80 
Ｆ２ 地 区 

85 96 

渋谷南部地区地区計画 
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千本桜地区地区計画 

位    置 大和市福田字乙七ノ区及び字乙八ノ区並びに代官一丁目地内 

面    積 約 １０．５ ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地区計画の目標 本地区は、大和市南部の引地川沿いに位置し、地区の東側を南北に都市計
画道路３・４・３号福田相模原線、地区内中央部を東西に都市計画道路３・５・
７号中福田南庭線が配置されており、昭和４５年に行われた住宅地造成事業に
よる住宅地の形成に併せて、区画道路・公園などの地区施設が整備された地区
である。 
 本地区計画では、「緑と坂と暮らしの地域」を基本理念とし、引地川沿いの
桜や住宅地内の緑といった水と緑に囲まれた良好な住宅地を維持・保全するこ
とを目的とする。 

土地利用の方針 地区を３地区に区分し、商業施設、住宅等の均衡ある土地利用を図る。  
（Ａ地区、Ｂ地区） 
 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持･保全を図る。  
（Ｃ地区）  
 周辺戸建て住宅地の居住環境に配慮し、住宅と商業施設との共存を図る。 

建築物等の整備
の方針 

（Ａ地区）  
 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全のため、
建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の
制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。  
（Ｂ地区）  
 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全のため、
建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の
制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又は
さくの構造の制限を定める。  
（Ｃ地区）  
 住宅と商業施設との共存を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地
面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建
築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。 

緑化の方針 緑豊かで快適な街並みを形成するため、公共空間の緑化を進めると共に、
生け垣や草花等の植栽による敷地内緑化に努める。 

地 
 

区 
 

整 
 

備 
 

計 
 

画 

建 
 

築 
 

物 
 

等 
 

に 
 

関 
 

す 
 

る 
 

事 
 

項 

地区の
区分 

名称 Ａ 地 区 Ｂ 地 区 Ｃ 地 区 

面積 約８．５ｈａ 約０．５ｈａ 約１．５ｈａ 

建築物等の用
途の制限 

 次に掲げる建築物は、
建築してはならない。 
 
(1) 住宅で３以上の住戸 
  又は３以上の住室を有 
 するもの 
(2) 共同住宅で３以上の 
  住戸又は３以上の住室 
 を有するもの 
(3) 寄宿舎又は下宿 
(4) 学校 
(5) 公衆浴場 

 次に掲げる建築物は、
建築してはならない。 
 
(1) Ａ地区に掲げる建 
 築物 
(2) 事務所、店舗又は 
飲食店その他これら 
に類するもの（これ 
らの用途に供する部 
分の床面積の合計が 
50 ㎡以下で住宅に附  
属するものを除く） 

(3) 神社、寺院、教会 
 その他これらに類す 
 るもの 
(4) 病院 
(5) 工場（その用途に 
 供する部分の床面積 
 の合計が 50 ㎡以下で 
 住宅に附属するもの 
 を除く） 

 次に掲げる建築物は、
建築してはならない。 
 
(1) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場、ｽｹｰﾄ 
場又は水泳場その他 
これらに類するもの 

(2) ホテル又は旅館 
(3) 自動車教習所 
(4) 床面積の合計が 15 
 ㎡を超える畜舎 
(5) 共同住宅又は長屋 
 のうち住戸の部分の 
 床面積が 29 ㎡以下の 
 もの 
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  (6) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場、ｽｹｰﾄ 
  場又は水泳場その他  
 これらに類するもの 
(7) ホテル又は旅館 
(8) 自動車教習所 
(9) 床面積の合計が 15 
 ㎡を超える畜舎 
(10)危険物の貯蔵又は  
 処理に供するもの  
(11)自動車車庫（前号 
 各号の建築物以外の 
 建築物に附属するも 
 のを除く） 

 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

１１０㎡ １１０㎡ ９０㎡ 

壁面の位置の
制限 

 
Ａ地区 
Ｂ地区 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の
面から道路境界線(隅切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線
までの距離は、0.5ｍ以上とする。 
 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこ
の限りではない。 
(1)建築物への出入りのための通行専用に供されるポ－チ。 
(2)出窓、バルコニ－又は屋外階段の長さの合計が 3.5ｍ以下である

もの。 
(3)物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒

の高さが 2.3ｍ以下で、かつ床面積の合計が 5㎡以内であるもの。 
(4)自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.6ｍ以下であるもの。 

 
Ｃ地区 

 外壁等の面から都市計画道路 3･5･7 号中福田南庭線の道路境界線
までの距離は、0.75ｍ以上、その他の道路境界線までの距離は、0.5
ｍ以上とし、及び都市計画道路 3･5･7 号中福田南庭線に接する敷地
を除く外壁等の面から隣地境界線までの距離は 0.5ｍ以上とする。 
 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、
この限りではない。 
(1)建築物への出入りのための通行専用に供されるポ－チ。 
(2)出窓、バルコニ－又は屋外階段の長さの合計が 3.5ｍ以下である

もの。 
(3)物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒

の高さが 2.3ｍ以下で、かつ床面積の合計が 5㎡以内であるもの。 
(4)自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.6ｍ以下であるもの。 

建築物等の高
さの最高限度 

 
１２ｍ １５ｍ 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、
風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。 
法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設け

てはならない。 

かき又はさくの
構造の制限 

 道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェ
ンス等とする。 
 ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この
限りではない。 
(1)道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの
高さが宅地の地盤から 0.7ｍ以下であるもの。 

(2)隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの
高さが宅地の地盤から 0.5ｍ以下であるもの。 

(3)門柱等の部分。 
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千 本 桜 地 区 地 区 計 画 

凡    例 

          地 区 計 画 区 域 

壁面の位置の制限 

      都計道境界線から 0.75ｍ以上 

上記以外の位置 
道路境界線及び隣地境界線 
から 0.5ｍ以上 
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大和駅東側第４地区地区計画 

位     置 大和市大和南一丁目地内 

面     積 約1.2ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

本地区は、相模鉄道本線と小田急江ノ島線の交通結節点である大和駅

周辺地区に位置し、にぎわいの拠点としての街づくりを目指している。 

そのため、本地区計画は、プロムナードを活かした街並みの整備を行

うことにより、中心市街地にふさわしい安全でにぎわいのある都市環境

の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

市街地再開発事業による一体的かつ合理的な高度利用を図るととも

に、公益施設・商業施設・駐車場の機能を複合的に配置し、調和のとれ

た土地利用を図る。 

また、安全で快適な歩行者空間やオープンスペースを確保することに

より、にぎわいとうるおいのある都市空間の創出を図る。 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

都市機能の向上を図るとともに、周辺住民の利便性を高めるために、

区画道路を配置する。 

また、安全で快適な歩行者空間を確保するために、都市計画道路３・

４・１号藤沢町田線及び都市計画道路３・５・14号大和駅東線沿いに歩

道状空地を設ける。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

中心市街地にふさわしい安全でにぎわいのある都市環境並びに良好

な都市景観の形成を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限

及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 

緑 化 の 方 針 
にぎわいとうるおいのある街並みを形成するため、敷地内緑化及び公

共空間の緑化に努める。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設

の配置及

び 規 模 

道   路 幅員 ８ｍ～約１３ｍ  延長 約140ｍ 

歩道状空地 幅員 ２ｍ       延長 約180ｍ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 倉庫業を営む倉庫 

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線（都市計

画道路８・６・１号大和歩行者専用道７号線の道路境界線を除

く。）までの距離は、2.0ｍ以上とする。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広

告物は、周辺環境に配慮した意匠及び色彩とする。 

「地区計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 
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（凡例） 

地区計画の区域 

 約１．２ha 

大和銀座通り 大和銀座通り 

←大和駅方面 

 

（凡例）
地区施設（道路）
幅員8～約13m 延長約140m

歩道状空地
幅員2m 延長約180m

壁面の位置の制限
道路境界線より２m以上

 

大和駅東側第４地区地区計画  
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下鶴間高木地区地区計画 
位    置 大和市下鶴間字甲一号 

面    積 約４．９ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 

地区計画の目標 

 

 

 本地区は、東急田園都市線「つきみ野駅」から北約１ｋｍに位置し、土地

区画整理事業により都市基盤整備が行われている地区である。 

 土地区画整理事業により創出される良好な住宅市街地の維持増進を図り、

「緑と都市が共生するうるおいのあるまち」を基本理念とした、河畔林や斜

面林等と調和した快適な居住環境を形成・保持することを目標とする。 

土地利用の方針 

 

 戸建て住宅を主体とした低層住宅地とし、境川沿いの貴重な緑を保全する

とともに、自然景観に配慮した良好な居住環境の形成と保全を図る。 

地区施設の整備の方

針 

 居住者の安全性及び利便性を確保するため適正に公園を配置し、その維持

保全を図る。 

 

建築物等の整備の方

針 

 

 緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上と災害時の安全を確

保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物

の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造

の制限を定める。 

緑化の方針 
「緑と都市が共生するうるおいのあるまち」として、緑にあふれたうるお

いのある街並みを形成するため、敷地内緑化を推進する。 

地 
 

区 
 

整 
 

備 
 

計 
 

画 

地区施設

の配置及

び規模 

公 園  面積 約１，４６０㎡ 

建 

築 

物 
等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

 

建築物等の用途

の制限 

 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（１） 学校、図書館その他これらに類するもの 

（ただし、近隣住民を対象とした集会所は除く） 

（２） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（３） 公衆浴場 

建築物の敷地面

積の最低限度 
 敷地面積は １２０ ㎡以上とする。 

 

壁面の位置の 

制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線（計画図に表示する

部分に限る。ただし、すみ切りを除く）までの距離は、１．０ｍ以上とする。 

 ただし、建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではな

い。 

（１） 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるも

の 

（２） 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く）に供し、軒の高

さが２．３ｍ以下でかつ床面積の合計が５㎡以内であるもの 

（３） 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．６ｍ以下であるもの 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分には、良好な景観を

保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。 

かき又はさくの

構造の制限 

 道路境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス

等とする。 

 ただし、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤

面から０．７ｍ以下のもの又は門柱等の部分にあっては、この限りではない。 

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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町田市 

相模原市 

凡例 

 地区計画区域 

地区施設 

 公 園（約 1,460 ㎡） 

壁面の位置の制限 

 道路境界から１ｍ以上 

 

河川用地 

下鶴間高木地区地区計画  
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下鶴間山谷北地区地区計画 
位    置 大和市下鶴間字甲四号 

面    積 約６．４ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、東急田園都市線「つきみ野駅」から東約０．７km に位置し、

大和市下鶴間山谷北土地区画整理事業及び大和市下鶴間松の久保土地区画

整理事業の施行により都市基盤整備が行われた地区である。土地区画整理事

業によって創出された良好な住宅市街地の維持増進を図り、水と緑を生かし

たふるさとが感じられる景観を形成・保持することを目標とする。 

土地利用の方針 
 本地区は、戸建て住宅を主体とした低層住宅地とし、良好な居住環境の形

成と保持を図る。 

地区施設の整備の方

針 

 本地区内では、道路に面して壁面の位置を制限した区域の一部と河川沿い

の一部を地区施設（その他の公共空地：「環境緑地帯」）として定めるとと

もに、環境緑地帯内に樹木等による一定水準の緑化を行い、土地区画整理事

業により整備された公園や河川区域と連続させることで、自然と調和したゆ

とりある住宅地となるよう整備する。 

建築物等の整備の方

針 

 緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上と災害時の安全を確

保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物

の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造

の制限を定める。 

緑化の方針 

地区内の緑化を推進するため、敷地（環境緑地帯を含む。）内の積極的な

緑化を図るとともに、樹木など緑化施設の適切な維持管理に努める。 

また、擁壁設置部においても、積極的な緑化を図る。 

地 
 

区 
 

整 
 

備 
 

計 
 

画 

地区施設

の配置及

び規模 

そ の 他

の 公 共

空地 

環境緑地帯 
幅員 ０．５ｍ 

ただし、利用上必要最小限の部分は、この限りでない。 

建 
築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物等の用途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（１）学校、図書館その他これらに類するもの 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（３）公衆浴場 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 敷地面積は１２５㎡以上とする。 

 ただし、大和市下鶴間山谷北土地区画整理事業施行地区内においては、土

地区画整理法第１０３条第１項の規定による換地処分の公告日における区画

を一の敷地として使用するものは、この限りでない。 

壁面の位置の 

制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線（計画図に表示する

部分に限る。ただし、すみ切り部分及び道路附属地を除く。）までの距離は、

１ｍ以上とする。 

 ただし、建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの

（２）物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高 

さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

（３）自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．６ｍ以下であるもの 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、大和市景観計画

に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努めるものとする。 

かき又はさくの

構造の制限 

 道路境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽と

する。 

 ただし、花壇又はこれに類するもので、ブロック等の高さが宅地の地盤面

から０．５ｍ以下のもの又は門柱等の部分にあっては、この限りでない。 

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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凡    例 

         
地 区 計 画 区 域 

（地区整備計画区域） 

地 区 施 設 

○ ○ ○ 
環 境 緑 地 帯 
（幅員 0.5ｍ） 

壁面の位置の制限 

     道路境界から１ｍ以上 

 

下鶴間山谷北地区地区計画  
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つきみ野６丁目地区地区計画 

位    置 大和市つきみ野六丁目 
面    積 約１１．４ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 

地区計画の目標 

 本地区は、田園都市線つきみ野駅から北西約300ｍに位置し、地区の北側に
都市計画道路3･5･2号公所相模原線が、南側に都市計画道路3･5･3号公所中央
林間線が配置されており、昭和45年に完了した北部第一土地区画整理事業に
より都市基盤整備が行われた地区である。本地区計画は、土地区画整理事業
によって創出され、住民自ら築きあげた閑静で緑の多い良好な居住環境を将
来にわたり維持保全し、いつまでも住み続けられるまちの実現を目標とする。 

土地利用の方針 

 地区の特性を考慮するため区域を２地区に区分し、次の方針により土地利
用を図る。 
（Ａ地区） 
戸建住宅地として、ゆとりある宅地、落ち着きのある街並み、周囲と調和の
とれた景観を創出することにより、安全で良好な居住環境の形成を図る。 
（Ｂ地区） 
周辺の戸建住宅を中心とした良好な居住環境に配慮しつつ、住宅と商業系用
途の共存を図る。 

建築物等の整備の方針 

 建築物等の整備の方針は、次のように定める。なお、建築物等の地盤の高
さは、現状を維持するように努める。 
（Ａ地区） 
戸建住宅地として、良好な居住環境の形成を図るとともに災害時の安全性を
確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面
の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限
を定める。 
（Ｂ地区） 
周辺の戸建住宅を中心とした良好な居住環境と調和した形態、配置、敷地規
模等とする。 

緑化の方針 
緑の多い居住環境を維持するため、近隣関係や防犯に配慮しつつ敷地内緑

化に努める。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

建 
築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

地区の区分 
名称 Ａ地区 

面積 約８．１ｈａ 

建築物等の用途の
制限 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 
（1）共同住宅又は長屋のうち、３以上の住戸を有するもの、 
   又は住戸の部分の床面積が５５㎡以下のもの 
（2）寄宿舎又は下宿 
（3）学校 
（4）床面積の合計が１５０㎡を超える保育所 
（5）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 
（6）公衆浴場 

建築物の敷地面積
の最低限度 

 敷地面積は１５０㎡以上とする。 

壁面の位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路
境界線（すみ切り部分を除く。以下同じ。）及び隣地境界線までの距離は、０．
７５ｍ以上（面積が１５０㎡未満の敷地にあっては、０．５ｍ以上。）とする。 

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り
でない。 
(1)外壁等の長さの合計が３ｍ以下であるもの 
(2)物置その他これに類する用途（自動車車庫は除く。）に供し、軒の高さが

２．３ｍ以下でかつ床面積の合計が５㎡以内であるもの 
(3)自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．６ｍ以下であるもの 

建築物等の形態又
は意匠の制限 

 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、大和市景観計画
に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努めるものとする。 

かき又はさくの構
造の制限 

 道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視
可能なフェンス等とする。 
ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。 
(1)道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するもの

の高さが宅地の地盤から０．７ｍ以下であるもの 
(2)隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するもの

の高さが宅地の地盤から０．５ｍ以下であるもの 
(3)門柱等の部分 

「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 
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つきみ野 6 丁目地区地区計画  
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下福田地区地区計画 
位    置 大和市福田字甲四ノ区及び字甲五ノ区 

面    積 約４．４ｈａ 

 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地

区

整

備

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の目標 

 

 

本地区は、大和市南部の引地川沿いに位置し、大和市下福田土地区画整理

事業の実施により都市基盤整備が行われている地区である。 

本地区計画は、土地区画整理事業によって創出される良好な住環境の維持

増進を図り、「緑と坂と暮らしの地域」を基本理念とし、水と緑と住宅とが

調和した街並みを形成・保全することを目標とする。 

土地利用の方針 

本地区は、2 地区に区分し、低層住宅を主体とした均衡ある土地利用を図

る。（A地区） 

戸建低層住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の形成・保全を図

る。（B地区） 

周辺の低層住宅に配慮し、中層住宅等との共存を許容した住環境の形成・保

全を図る 

 

建築物等の整備の方

針 

 

（A 地区） 

戸建低層住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の形成・保全のた

め、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の

位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を

定める。 

（B地区） 

周辺の低層住宅に配慮し、中層住宅等との共存を許容した住環境の形成・

保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建

築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は

意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。 

緑化の方針 
「緑と坂と暮らしの地域」として、緑豊かな街並みを形成するため、宅地内

緑化の推進に努める。 

 

 

 

 

 

 

建

築

物

等

に 

関

す 

る 

事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の用途

の制限 

（A地区） 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（1）共同住宅又は長屋のうち住戸の部分の床面積が 25㎡以下のもの 

（2）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（3）公衆浴場 

 

（B 地区） 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（1）共同住宅又は長屋のうち住戸の部分の床面積が 25㎡以下のもの 

（2）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（3）公衆浴場 

（4）大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校 

（5）店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床

面積の合計が 250 ㎡を超えるもの 

（6）自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

（7）ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 

（8）ホテル又は旅館 

（9）自動車教習所 

（10）床面積の合計が 15㎡を超える畜舎 

（11）自動車修理工場 

（12）集会場 

（13）危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

（14）事務所（その用途に供する部分の床面積の合計が 150 ㎡以下のものを

除く。） 
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地

区

整

備

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

建

築

物

等

に 

関

す 

る 

事

項 

建築物の敷地面

積の最低限度 

敷地面積は 120 ㎡以上とする。 

ただし、土地区画整理法第 98条第 1項の規定による仮換地の指定を受けた土

地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するも

のは、この限りでない。 

 

壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から道

路境界線（計画図に表示された部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。）

までの距離にあっては、0．75m（面積が 120 ㎡未満の敷地を除く。）、隣地

境界線までの距離にあっては、0．5m。ただし、建築物の部分が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（1）外壁等の中心線の長さの合計が 3m以下であるもの 

（2）物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が 2．3m 以下で、かつ、床面積の合計が 5㎡以内であるもの 

（3）自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2．6m以下であるもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

（B地区） 

宅地の地盤面から 15m 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

屋根や外壁等の望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観

形成方針に適合するよう努める。 

かき又はさくの

構造の制限 

道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視

可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

（1）道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類する

ものの高さが宅地の地盤から 0．7m 以下であるもの 

（2）隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類する

ものの高さが宅地の地盤から 0．5m 以下であるもの 

（3）門柱等の部分 

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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福 田 

凡  例 

 
地区計画区域 

（地区整備計画区域） 

 

 

 Ａ地区 

 Ｂ地区 

壁面の位置の制限 

 
道路境界線から 0.75ｍ以上 

（敷地面積が 120 ㎡未満を除

く） 

上記以外

の位置 
隣地境界線から 0.5ｍ以上 

 

甲五ノ区 

甲四ノ区 

甲八ノ区 

甲七ノ区 

地
区
の
区
分 

下福田地区地区計画  
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下鶴間山谷南地区地区計画 
位    置 大和市下鶴間字乙三号 

面    積 約３．９ｈａ 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

 

地区計画の目標 

 

 

本地区は、東急田園都市線「つきみ野駅」から南東約１．２km に位置し、

大和市下鶴間山谷南土地区画整理事業の実施により都市基盤整備が行われて

いる地区である。土地区画整理事業によって創出される良好な住環境の維持

増進を図り、水と緑を生かしたふるさとが感じられる景観を形成・保全する

ことを目標とする。 

土地利用の方針 

本地区は、２地区に区分し、低層住宅を主体とした均衡ある土地利用を図

る。 

（Ａ地区）戸建て低層住宅を主体とした住宅地として農地と調和した良好な

住環境の形成・保全を図る。 

（Ｂ地区）周辺の低層住宅に配慮し、中層住宅等と共存した住環境の形成・

保全を図る。 

地区施設の整備の

方針 

本地区内では、河川沿いの一部を地区施設「環境緑地帯」として定めると

ともに、環境緑地帯内に樹木等による一定水準の緑化を行い、土地区画整理

事業により整備された公園と環境緑地帯を連続させることで、自然と調和し

たゆとりある住宅地となるよう整備する。 

 

建築物等の整備の

方針 

 

（Ａ地区）緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上と災害時の

安全を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、

建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、建築物の緑化

率の最低限度、かき又はさくの構造の制限を定める。 

（Ｂ地区）周辺の低層住宅に配慮し、中層住宅等との共存した住環境の形成・

保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建

築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は

意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、かき又はさくの構造の制限を定め

る。 

緑化の方針 
地区内の緑化を推進するため、敷地（環境緑地帯含む。）内の積極的な緑

化を図るとともに、樹木など緑化施設の適切な維持管理に努める。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設

の配置及

び配置 

環境 

緑地帯 

幅員 ０．５ｍ 

ただし、利用上必要最小限の部分は、この限りではない。 

建

築

物

等

に 

関

す 

る 

事

項 

 

地区の 

区分 

 

名称 
Ａ地区 Ｂ地区 

面積 
約３．８ｈａ 約０．１ｈａ 

 

建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、

建築してはならない。 

（１）共同住宅又は長屋のう

ち住戸の部分の床面積が

２５㎡以下のもの 

（２）神社、寺院、教会その  

  他これらに類するもの 

（３）公衆浴場 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

（１） 共同住宅又は長屋のうち住戸の部分の 

  床面積が２５㎡以下のもの 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類す  

  るもの 

（３）公衆浴場 

（４）大学、高等専門学校、専修学校及び各

種学校 

（５）店舗、飲食店その他これらに類するも

ので、その用途に供する部分の床面積の

合計が５００㎡を超えるもの 

（６）自動車車庫（建築物に附属するものを

除く。） 
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地 

区

整

備

計

画 

 

建

築

物

等

に 

関

す 

る 

事

項 

  （７）ボーリング場、スケート場、水泳場そ

の他これらに類するもの 

（８）ホテル又は旅館 

（９）自動車教習所 

（10）床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 

（11）自動車修理工場 

（12）集会場 

（13）危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

（14）事務所（その用途に供する部分の床面

積の合計が５００㎡以下のものを除く。） 

（15）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

（16）カラオケボックスその他これらに類す

るもの 

（17）工場（店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供する建築物に附属するもの

で、作業場の床面積の合計が５０㎡以内

のものを除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

敷地面積は１２５㎡以上とする。 

ただし、土地区画整理法第１０３条第１項の規定による換地処分又は同法第

９８条第１項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権

利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限りでない。 

 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から道

路境界線（計画図に表示する部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。）

までの距離にあっては、１．０ｍ（面積が１２５㎡未満の敷地を除く。）以

上とし、隣地境界線までの距離にあっては、０．５ｍ以上とする。 

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

（１）外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

（２）物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高

さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

（３）自動車車庫の用途に供し、軒の高さが２．６ｍ以下であるもの 

建築物等の高

さの最高限度  宅地の地盤面から１５ｍ以下とする 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

屋根や外壁その他の戸外からの望見される部分は、大和市景観計画に基づ

く景観形成方針に適合するよう努める。 

また、擁壁面等に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設け

てはならない。 

建築物の緑化

率の最低限度 敷地面積に対して３％以上とする。 

 

かき又はさくの

構造の制限 

道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視

可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

（１）道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類する

ものの高さが宅地の地盤から０．７ｍ以下であるもの 

（２）隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類する

ものの高さが宅地の地盤から０．５ｍ以下であるもの 

（３）門柱等の部分 

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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凡例 

 
地区計画区域 

（地区整備計画区域） 

 地区の区分 

地区施設 

 
環境緑地帯 

（幅員 0.5m） 

壁面の位置の制限 

 

道路境界線から 1.0m以上 

(面積が 125㎡未満の敷地 

及びすみ切り部分を除く) 

上記以外

の位置 
隣地境界線から 0.5m以上 

Ａ地区 

Ｂ地区 

公園 

調整池 

下鶴間山谷南地区地区計画  
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中央森林東側地区地区計画 

位 置 
大和市深見西三丁目、深見西四丁目、深見西五丁目、深見西六丁目、深見西七丁目及
び深見西八丁目地内 

面 積 約 11.5ha 

地区計画の目標 

中央森林地区（約 55.0ha）は、市域の中央を南北に走る小田急江ノ島線及び幹線
道路沿いに、商業・業務機能や良質な中高層住宅など様々な都市機能が集積する「や
まと軸」上にあり、市内に残る６つの貴重な大規模緑地の一つである「中央の森」が
広がっている。 
また、昭和初期の軍都計画による土地区画整理が行われた区域の一部であり、一定

の都市基盤が形成されている。 
本地区（東側地区）は、「中央の森」に隣接し、主要幹線道路の都市計画道路３・

２・１号国道 246 号大和厚木バイパス線、東名高速道路及び都市計画道路３・４・２
号南大和相模原線沿線に位置し、消防署や学校等の公共公益施設や沿道サービス施
設があるほか、畑や駐車場等の低未利用地が広がっている。 
そして、中央森林地区のある大和・相模大塚地域のあるべき姿は、「都市活動と水

と緑の豊かな自然環境を活用し、活力が生まれるまち」としており、まちづくりの取
り組み指針として、「活力ある活動を支える地域環境の形成」を目指すとしている。 
具体的には、中央森林地区は、地区中心部に位置する「中央の森」については、鉄

道沿いに広がる市民が広く活用できる緑のあり方を検討していくなど、緑豊かな住
宅市街地の形成を目指すとともに、南大和相模原線以東の本地区については、国道
246 号に接するという立地と既存の大街区を有効に活用した土地利用を誘導し、活力
ある市街地の形成を目指している。 
そこで、本地区計画は、道路などの都市基盤整備を進めて緑豊かで良好な住宅市街

地を形成・保全するとともに、幹線道路沿いにおいては、周辺の住環境に配慮しつつ、
立地条件を活かした活気と賑わいの創出を図り、「中央の森」の豊かな緑と調和した
魅力ある街並みの実現を目標とする。 

区

域

の

整

備

、

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

土地利用の
方針 

主要幹線道路の都市計画道路３・２・１号国道 246 号大和厚木バイパス線と同３・
４・２号南大和相模原線とが交わる交通の要衝であるという特性を考慮し、住宅、生
活関連施設、公共公益施設等の均衡ある土地利用を図るため、地区を３地区に区分す
る。 
なお、道路を新設する場合、原則として幅員は６ｍ以上、形態は袋路状以外のもの

とし、道路が交差する場所においては、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ３ｍ以上
の二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設ける。 
（Ａ地区） 
幹線道路から比較的離れた良好な中低層住宅地としての環境を保全し、公共公益

施設との共存や周辺住宅地との調和を図る地区であり、良好な都市環境の形成、保全
を図る。 
（Ｂ地区） 
都市計画道路３・２・１号国道 246 号大和厚木バイパス線及び同３・４・２号南大

和相模原線の緩衝地区としての土地利用を主体とする地区であり、住居系の土地利
用を基調としつつ、沿道サービス施設や地域住民のための利便施設、公共公益施設等
との共存を図る。 
（Ｃ地区） 
都市計画道路３・２・１号国道 246 号大和厚木バイパス線及び同３・４・２号南大

和相模原線に接する既存街区であり、その立地を活かして生活関連施設等を誘導し、
地区の賑わいの創出を図る。 
地区周辺道路の交通量増加を考慮し、交通の円滑化と安全を確保するため、原則と

して地区施設道路 5-2 号線及び 6-1 号線沿いに歩道状空地を設け、各道路の歩行者
空間と連続させることで、幅員２ｍ以上の歩行者空間を確保する。 
また、「中央の森」との緑の調和及び景観に配慮し、原則として、歩行者空間に沿

って幅員１ｍ以上の緑地帯を設ける。 
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区 

域 

の 

整 

備 

、 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

に 

関 

す 

る 

方 

針 

地区施設の 

整備の方針 

居住者の安全と利便性を確保するための生活道路及び防災上の観点から一定の幅

員を有する道路を整備する。 

建築物等の 

整備の方針 

（Ａ地区） 

中低層住宅を主として、住環境と調和する地域住民のための小規模店舗・事務所の

立地を許容し、良好な都市環境の形成、保全を図る地区であり、用途の混在及び敷地

の細分化を防止し良好な住環境を維持保全するため、建築物等の用途の制限、建築物

の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の

形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構

造の制限について定める。 

（Ｂ地区） 

主要幹線道路沿いで、後背地の住環境に配慮するとともに、その立地を活かした沿

道サービス施設や地域住民のための利便施設等を許容し、快適な都市環境の形成及

び保全を図る地区であり、快適な都市環境を維持保全するため、建築物等の用途の制

限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又

はさくの構造の制限について定める。 

（Ｃ地区） 

主要幹線道路に接する既存街区を活かして生活関連施設等を誘導し、賑わいの創

出を図る地区であり、用途の混在及び敷地の細分化を防止し快適な都市環境を維持

保全するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の

制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建

築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 

緑化の方針 
緑豊かで良好な住宅市街地を形成するため、敷地内の積極的な緑化を図るととも

に、樹木など緑化施設の維持管理に努める。 

地

区

整

備

計

画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道 

路 

路

線

名 

5—1 号線 5—2 号線 5—3号線 6—1 号線 6—2 号線 6—3 号線 6—4号線 6—5 号線 

幅

員 
5.0ｍ 

5.0ｍ～ 

6.0ｍ 

5.0ｍ～ 

6.0ｍ 
6.0ｍ 6.0ｍ 6.0ｍ 6.0ｍ 6.0ｍ 

延

長 
約 210m 約 180m 約 220m 約 220m 約 220m 約 180m 約 220m 約 50m 

備

考 

道路が交差する場所においては、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ３ｍの二

等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設ける。 
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の

区

分 

名

称 
Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

面

積 
約 4.5ｈａ 約 2.6ｈａ 約 4.4ｈａ 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

次の各号に掲げる建築物
は、建築してはならない。 
（１）神社、寺院、教会その

他これらに類するもの 
（２）公衆浴場 
（３）ボーリング場、スケー

ト場、水泳場、スキー場、
ゴルフ練習場又はバッティ
ング練習場 

（４）マージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場その
他これらに類するもの 

（５）カラオケボックスその
他これに類するもの 

（６）ホテル又は旅館 
（７）自動車教習所 
（８）床面積の合計が 15 ㎡ 

を超える畜舎 
（９）自動車車庫（建築物に

附属するものを除く。） 
（10）倉庫で、その用途に供

する部分の床面積の合計が
1,000 ㎡を超えるもの 

（11）公会堂又は集会場 
（12）展示場 
（13）共同住宅又は長屋のう

ち住戸の部分の床面積が
25 ㎡以下のもの 

（14）病院 
（15）建築基準法別表第２

(に）の項第２号に掲げる工
場 

（16）店舗、飲食店その他こ
れらに類するもので、その
用途に供する部分の床面積
の合計が 500 ㎡を超えるも
の又は３階以上の部分をそ
の用途に供するもの 

（17）事務所で、その用途に
供する部分の床面積の合計
が 500 ㎡を超えるもの又は
３階以上の部分をその用途
に供するもの 

（18）前各号に掲げる建築物
以外で、床面積の合計が
1,000 ㎡を超えるもの（優
れた地域環境の創出に特に
寄与すると市長が認めたも
のを除く。） 

次の各号に掲げる建築物
は、建築してはならない。 
（１）神社、寺院、教会その
他これらに類するもの 

（２）公衆浴場 
（３）ボーリング場、スケー
ト場、水泳場、スキー場、
ゴルフ練習場又はバッティ
ング練習場 

（４）マージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場その
他これらに類するもの 

（５）カラオケボックスその
他これに類するもの 

（６）ホテル又は旅館 
（７）自動車教習所 
（８）床面積の合計が 15 ㎡ 

を超える畜舎 
（９）自動車車庫（建築物に
附属するものを除く。） 

（10）倉庫で、その用途に供
する部分の床面積の合計が
1,000 ㎡を超えるもの 

（11）公会堂又は集会場 
（12）展示場 
（13）共同住宅又は長屋のう
ち住戸の部分の床面積が
25 ㎡以下のもの 

（14）住宅、共同住宅、寄宿
舎又は下宿（全ての居室の
外部建具が遮音性能 T-1 等
級（JIS 規格）と同等以上の
性能のものを除く。） 

（15）店舗、飲食店その他こ
れらに類するもので、その
用途に供する部分の床面積
の合計が 3,000 ㎡を超える
もの 

（16）前各号に掲げる建築物
以外で、床面積の合計が
1,000 ㎡を超えるもの（優
れた地域環境の創出に特に
寄与すると市長が認めたも
のを除く。） 

次の各号に掲げる建築物
は、建築してはならない。 
（１）神社、寺院、教会その

他これらに類するもの 
（２）公衆浴場 
（３）ボーリング場、スケー

ト場、水泳場、スキー場、
ゴルフ練習場又はバッティ
ング練習場 

（４）マージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場その
他これらに類するもの 

（５）カラオケボックスその
他これに類するもの 

（６）ホテル又は旅館 
（７）自動車教習所 
（８）床面積の合計が 15 ㎡ 

を超える畜舎 
（９）自動車車庫（建築物に

附属するものを除く。） 
（10）倉庫で、その用途に供

する部分の床面積の合計が
1,000 ㎡を超えるもの 

（11）公会堂又は集会場 
（12）展示場 
（13）共同住宅又は長屋のう

ち住戸の部分の床面積が
25 ㎡以下のもの 

（14）住宅、共同住宅、寄宿
舎又は下宿（全ての居室の
外部建具が遮音性能 T-1 等
級（JIS 規格）と同等以上の
性能のものを除く。） 

（15）前各号に掲げる建築物
以外で、床面積の合計が
1,000 ㎡を超えるもの（優
れた地域環境の創出に特に
寄与すると市長が認めたも
のを除く。） 
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建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度 

敷地面積は 120 ㎡以上とする。 

ただし、都市計画法第 20 条第１項の規定による告示

日（以下この項において「告示日」という。）において

現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷

地として使用するならば当該規定に適合しないことと

なる土地について、その全部を１の敷地として使用する

場合又は告示日において現に建築物の敷地として使用

されている土地で、地区施設道路の整備により建築物の

敷地面積が減少し、当該規定に適合しなくなるものは、

この限りではない。 

敷地面積は500㎡以上と

する。 

ただし、告示日において

現に存する所有権その他

の権利に基づいて建築物

の敷地として使用するな

らば当該規定に適合しな

いこととなる土地につい

て、その全部を１の敷地と

して使用する場合又は告

示日において現に建築物

の敷地として使用されて

いる土地で、地区施設道路

の整備により建築物の敷

地面積が減少し、当該規定

に適合しなくなるものは、

この限りではない。 

壁
面
の
位
置
の
制
限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下この項におい

て「外壁等」という。)の面から道路境界線（すみ切り

部分を除き、地区施設道路にあっては当該道路の境界線

をいう。以下この項において同じ。）までの距離は 0.75

ｍ以上（面積が 120 ㎡未満の敷地を除く。）とし、隣地

境界線までの距離は 0.5ｍ以上とする。 

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

（１）外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下である 

もの 

（２）物置その他これに類する用途（自動車車庫は除

く。）に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下でかつ床面積の合

計が５㎡以内であるもの 

（３）自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.6ｍ以下

であるもの 

外壁等の面から道路境

界線及び隣地境界線まで

の距離は、次表のとおりと

する。ただし、建築物の部

分が次の各号のいずれか

に該当する場合は、この限

りでない。 

（１）外壁等の中心線の長

さの合計が３ｍ以下で

あるもの 

（２）物置その他これに類

する用途（自動車車庫は

除く。）に供し、軒の高さ

が 2.3ｍ以下でかつ床面

積の合計が５㎡以内で

あるもの 

（３）自動車車庫の用途に

供し、軒の高さが 2.6ｍ

以下であるもの 

 

敷地面

積 

道路境

界線ま

での距

離 

隣地境

界線ま

での距

離 

5,000

㎡未満 

0.75 ｍ

以上 

0.5 ｍ

以上 

5,000

㎡以上 

3.0 ｍ

以上 

3.0 ｍ

以上 
 

建
築
物
等
の
高

さ
の
最
高
限
度 

宅地の地盤面から 31ｍ以下とする。 
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建
築
物
等
の
形
態
又
は
色

彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限 

建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、良好な

景観を保つため、大和市景観計画に基づく商業地の景観形成方針に適合させるよう

努めるものとする。 

建
築
物
の
緑
化 

率
の
最
低
限
度 

敷地面積に対して５％以上とする。 

垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限 

道路境界線（地区施設道路にあっては当該道路の境界線をいう。以下この項にお

いて同じ。）及び隣地境界線に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフ

ェンス等とする。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高

さが宅地の地盤面から 0.7ｍ以下であるもの 

（２）隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高

さが宅地の地盤面から 0.5ｍ以下であるもの 

（３）門柱等の部分 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 
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中央森林東側地区地区計画  

凡例 

 
地区計画区域 

（地区整備計画区域） 

 地
区
の
区
分 

Ａ地区 

 Ｂ地区 

 Ｃ地区 

 地
区
施
設
道
路 

幅員５ｍ 

 幅員５～６ｍ 

 幅員６ｍ 
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Ⅳ  資   料 
 

 

              

 
1．都市計画区域の経緯 
2．整備、開発及び保全の方針の経緯 
3．市街化区域及び市街化調整区域の経緯 
4．都市再開発の方針の経緯 
5．住宅市街地の開発整備の方針の経緯 
6．防災街区整備方針の経緯 
7．用途地域の経緯 
8．高度利用地区の経緯 
9．防火地域及び準防火地域の経緯 

10．生産緑地地区の経緯 
11．都市計画道路一覧表 
12．都市計画公園一覧表 
13．下水道の経緯 
14．ごみ焼却場の経緯 
15．火葬場の経緯 
16．土地区画整理事業の経緯 
17．市街地再開発事業の経緯 
18．地区計画の経緯 

 

 

１． 都市計画区域の経緯 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 面      積 摘            要 
Ｓ１７．  ９．  １ 内務省告示第５５７号 １，９８８ｈａ  
Ｓ３１．  １．２７ 建設省告示第１５４号 ２，８６０ｈａ 渋谷村全域を追加 
Ｓ５２．  ３．３０ 県告示第２２９号 ２，８５７ｈａ 横浜市、藤沢市と行政界変更 
Ｓ５９．１２．２５ 県告示第１０７２号 ２，８５９ｈａ 横浜市と行政界変更 
Ｓ６０．  ７．１２ 建設省告示第１０１９号 ２，８５９ｈａ 町田市と行政界変更   
Ｓ６１．  ７．１５ 県告示第６１２号 ２，８５８ｈａ 横浜市と行政界変更 

Ｈ ９．  ３．２８ 県告示第２３８号 ２，７０６ｈａ 
国土地理院の面積調査結果に

よる修正 
Ｈ１１．１２． １ 県告示第９８６号 ２，７０６ｈａ 相模原市、町田市と行政界変更 

Ｈ２８．１１． １ 県告示第５２３号 ２，７０９ｈａ 
国土地理院の面積調査結果に

よる修正 

 

２．整備、開発及び保全の方針の経緯 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 
Ｈ１３．１１．２０ 県告示第７８４号 
Ｈ２１． ９．１８ 県告示第４８０号 
Ｈ２８．１１． １ 県告示第５２２号 
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３．区域区分の経緯（市街化区域及び市街化調整区域） 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 市街化区域 
市街化 
調整区域 

合      計 

Ｓ４５．  ６．１０ 県告示第５０３号 １，９５８ｈａ ９０２ｈａ ２，８６０ｈａ 
Ｓ５２．  ３．３０ 県告示第２５２号 ２，００１ｈａ ８５６ｈａ ２，８５７ｈａ 
Ｓ５９．１２．２５ 県告示第１０８３号 ２，００８ｈａ ８５１ｈａ ２，８５９ｈａ 
Ｓ６０．  ７．１２ 県告示第６１８号 ２，００８ｈａ ８５１ｈａ ２，８５９ｈａ 
Ｓ６１．  ７．１５ 県告示第６０９号 ２，００７ｈａ ８５１ｈａ ２，８５８ｈａ 
Ｈ  ２．１２．２５ 県告示第１０８９号 ２，００７ｈａ ８５１ｈａ ２，８５８ｈａ 
Ｈ  ６．  ６．１０ 県告示第５２９号 ２，００７ｈａ ８５１ｈａ ２，８５８ｈａ 
Ｈ  ９．  ３．２８ 県告示第２３８号 ２，００７ｈａ ６９９ｈａ ２，７０６ｈａ 
Ｈ１１．１２． １ 県告示第９８７号 ２，００７ｈａ ６９９ｈａ ２，７０６ｈａ 
Ｈ１３．１１．２０ 県告示第７８５号 ２，００７ｈａ ６９９ｈａ ２，７０６ｈａ 
Ｈ２１． ９．１８ 県告示第４８１号 ２，００７ｈａ ６９９ｈａ ２，７０６ｈａ 
Ｈ２８．１１． １ 県告示第５２３号 ２，００８ｈａ ７０１ｈａ ２，７０９ｈａ 
Ｒ ６． ３．２９ 県告示第２２１号 ２，０１９ｈａ ６９０ｈａ ２，７０９ｈａ 

 
 
４．都市再開発の方針の経緯 ※１            

告 示 年 月 日 告 示 番 号 
Ｈ１３．１１．２０ 県告示第７８６号 
Ｈ２１． ９．１８ 県告示第４８２号 
Ｈ２８．１１． １ 県告示第５２４号 

 
 
５．住宅市街地の開発整備の方針の経緯 ※２ 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 
Ｈ１３．１１．２０ 県告示第７８７号 
Ｈ２１． ９．１８ 県告示第４８３号 
Ｈ２８．１１． １ 県告示第５２５号 

 

 

６．防災街区整備方針の経緯             

告 示 年 月 日 告 示 番 号 

Ｈ１３．１１．２０ 県告示第７８８号 

Ｈ２１． ９．１８ 県告示第４８４号 

Ｈ２８．１１． １ 県告示第５２６号 
 

※１ 

 当初決定は、H9.3.28 県告示第 238 号

だが、H13.5.18 施行の改正都市計画法に

より、市街化区域及び市街化調整区域か

ら独立した都市計画となった。 

※２ 

 当初決定は、H6.6.10 県告示第 529 号

だが、H13.5.18 施行の改正都市計画法に

より、市街化区域及び市街化調整区域か

ら独立した都市計画となった。 
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７．用途地域の経緯 
単位：（ｈａ） 

告示年月日 

告示番号 
住  居  地  域 商  業  地  域 準工業地域 工業地域 合 計 

Ｓ３９． ３． ７ 
建設省告示第 398 号 

1,162.6 57.0 231.4 134.4 1,585.4 

Ｓ４１．１２．１５ 
建設省告示第 3982号 

1,197.6 57.0 259.4 134.4 1,648.4 

Ｓ４５． ６．２３ 
県告示第 560 号 

1,402.9 102.0 322.9 130.3 1,958.1 

告示年月日               
告示番号               

第一種 
住居専用地域 

第二種 
住居専用地域 

住 居 地 域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 合 計 

Ｓ４８．１２．２５ 
県告示第 1034 号 

755 
(39%) 

116 
(6%) 

590 
(30%) 

71 
(4%) 

39 
(2%) 

338 
(17%) 

49 
(2%) 

1,958 
(100%) 

Ｓ５２． ３．３０ 
県告示第 253 号 

793 
(40%) 

116 
(6%) 

594 
(30%) 

71 
(3%) 

39 
(2%) 

339 
(17%) 

49 
(2%) 

2,001 
(100%) 

Ｓ５２．１２． ２ 
県告示第 836 号 

762 
(38%) 

116 
(6%) 

618 
(31%) 

79 
(4%) 

39 
(2%) 

338 
(17%) 

49 
(2%) 

2,001 
(100%) 

Ｓ５９．１２．２５ 
県告示第 1084 号 

762 
(38%) 

123 
(6%) 

618 
(31%) 

79 
(4%) 

39 
(2%) 

338 
(17%) 

49 
(2%) 

2,008 
(100%) 

Ｓ６０． ７．１２ 
県告示第 619 号 

762 
(38%) 

123 
(6%) 

617 
(31%) 

79 
(4%) 

39 
(2%) 

338 
(17%) 

49 
(2%) 

2,008 
(100%) 

Ｓ６１． ７．１５ 
県告示第 610 号 

763 
(38%) 

123 
(6%) 

617 
(31%) 

79 
(4%) 

39 
(2%) 

338 
(17%) 

48 
(2%) 

2,007 
(100%) 

Ｓ６１．１１．１８ 
県告示第 925 号 

735 
(37%) 

155 
(8%) 

606 
(30%) 

87 
(4%) 

45 
(2%) 

321 
(16%) 

58 
(3%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ ６． １．２８ 
県告示第 51 号 

726 
(36%) 

158 
(8%) 

612 
(31%) 

87 
(4%) 

45 
(2%) 

321 
(16%) 

58 
(3%) 

2,007 
(100%) 

告示年月日               
告示番号               

第一種低層 
住居専用地域 

第一種中高層 
住居専用地域 

第一種 
住居地域 

第二種 
住居地域 

準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 合 計 

Ｈ ８． ５．１０ 
県告示第 450 号 

723 
(36%) 

158 
(7.9%) 

528 
(26.3%) 

34 
(1.7%) 

46 
(2.3%) 

94 
(4.7%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ１０． ３． ６ 
県告示第 152 号 

723 
(36%) 

158 
(7.9%) 

528 
(26.3%) 

34 
(1.7%) 

46 
(2.3%) 

94 
(4.7%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ１１． １．２２ 
県告示第 61 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

536 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ１１．１２． １ 
県告示第 988 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

536 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ１５． １． ７ 
県告示第 15 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

536 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ１９． ６．２９ 
県告示第 463 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

536 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ２３． ３． １ 
県告示第 113 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

536 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ２５．１２． ２ 
市告示第 199 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

536 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,007 
(100%) 

Ｈ２８．１１． １ 
市告示第 219 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

537 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,008 
(100%) 

Ｈ２９． ８． ７ 
市告示第 153 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

537 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,008 
(100%) 

Ｈ３０． ６．１８ 
市告示第 138 号 

705 
（35.1%） 

163 
（8.1%） 

537 
(26.7%) 

34 
(1.7%) 

43 
(2.2%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(16%) 

58 
(2.9%) 

2,008 
(100%) 
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告示年月日               
告示番号               

第一種低層 
住居専用地域 

第一種中高層 
住居専用地域 

第一種 
住居地域 

第二種 
住居地域 

準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 合 計 

Ｒ ６． ３．２９ 
市告示第 65 号 

705 
（34.9%） 

163 
（8.1%） 

537 
(26.6%) 

45 
(2.2%) 

43 
(2.1%) 

102 
(5.1%) 

45 
(2.2%) 

321 
(15.9%) 

58 
(2.9%) 

2,019 
(100%) 

 
８．高度利用地区の経緯 

告 示 年 月 日 告示番号             面 積 摘      要 
Ｈ１８． ２．２７ 市告示第２８号 約１．２ｈａ 大和駅東側第４地区 

 
９．防火地域及び準防火地域の経緯 

告 示 年 月 日 告示番号             防火地域             準防火地域               摘      要 
Ｓ４１．  ３．  ２ 建設省告示第３４０号 ―――     ４３．８ｈａ  
Ｓ５０．  ５．  １ 市告示第２２号 ―――   １１０．７ｈａ  
Ｓ５３．  ３．１５ 市告示第１８号 ―――   １１８．３ｈａ  
Ｓ６１．１１．１８ 市告示第１１８号 ４５ｈａ   ８４８    ｈａ  
Ｈ  ６．  １．２８ 市告示第２４号 ４５ｈａ   ８５７    ｈａ  
Ｈ  ８．  ５．１０ 市告示第５６号 ４５ｈａ   ８６０    ｈａ  
Ｈ１１． １．２２ 市告示第 ２号 ４５ｈａ   ８７８  ｈａ  
Ｈ２８．１１． １ 市告示第２２０号 ４５ｈａ   ８７９  ｈａ  
Ｈ２９． ８． ７ 市告示第１５４号 ４５ｈａ   ８７９  ｈａ  
Ｒ ５． ２． １ 市告示第１２号 ４５ｈａ １，５８４  ｈａ  
Ｒ  ６．  ３．２９ 市告示第６６号 ４５ｈａ １，５９５  ｈａ  

 
１０．生産緑地地区の経緯 

告 示 年 月 日 告 示 番 号 面      積 箇  所  数 備      考 
Ｈ  ４．１１．１３ 市告示第 ８４号 約５０．５ｈａ ３０７箇所  
Ｈ  ５．１２．２０ 市告示第 ８６号 約５０．４ｈａ ３０７箇所 事務的修正   
Ｈ  ５．１２．２４ 市告示第 ８７号 約５６．０ｈａ ３３３箇所  
Ｈ  ６．１２．２６ 市告示第１０２号 約６３．１ｈａ ３７０箇所  
Ｈ  ７．１２．２６ 市告示第１４４号 約６７．４ｈａ ３９３箇所  
Ｈ  ８．１２．２５ 市告示第１３６号 約７０．６ｈａ ４１５箇所  
Ｈ ９．１２．２５ 市告示第１１４号 約７１．２ｈａ ４１６箇所  
Ｈ１０．１２．２５ 市告示第１１８号 約７０．９ｈａ ４１４箇所  
Ｈ１１．１２．２４ 市告示第 ９２号 約７０．４ｈａ ４１０箇所  
Ｈ１２． ７． ３ 市告示第 ５０号 約７０．４ｈａ ４１０箇所  
Ｈ１２．１２．２７ 市告示第 ９６号 約６９．８ｈａ ４０５箇所  
Ｈ１３．１２．２７ 市告示第１２０号 約６９．６ｈａ ４０３箇所  
Ｈ１４．１２．２０ 市告示第１２３号 約６８．６ｈａ ３９９箇所  
Ｈ１５． ６．３０ 市告示第 ８４号 約６８．６ｈａ ３９９箇所  
Ｈ１５．１２．２２ 市告示第１４０号 約６８．０ｈａ ３９６箇所  
Ｈ１６．１２．２５ 市告示第１６０号 約６７．４ｈａ ３９１箇所  
Ｈ１７．１２．２１ 市告示第１３３号 約６６．８ｈａ ３８８箇所  
Ｈ１８．１２．２２ 市告示第１６５号 約６６．７ｈａ ３８７箇所  
Ｈ１９． ６．２９ 市告示第１１４号 約６６．１ｈａ ３８４箇所  
Ｈ１９．１２．２７ 市告示第１９２号 約６４．７ｈａ ３７６箇所  
Ｈ２０．１２．２４ 市告示第２２８号 約６４．２ｈａ ３７３箇所  
Ｈ２１．１２．２４ 市告示第２７５号 約６３．７ｈａ ３７１箇所  
Ｈ２２．１２．２４ 市告示第１９４号 約６３．０ｈａ ３６８箇所  
Ｈ２３．１１．２９ 市告示第１９７号 約６２．１ｈａ ３５８箇所  
Ｈ２４．１２． ４ 市告示第２２２号 約６１．２ｈａ ３５５箇所  
Ｈ２５．１２． ２ 市告示第２００号 約６０．９ｈａ ３５２箇所  
Ｈ２６． ６．１０ 市告示第１２０号 約６０．９ｈａ ３５２箇所  
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告 示 年 月 日 告 示 番 号 面      積 箇  所  数 備      考 
Ｈ２６．１２． １ 市告示第１９８号 約６０．０ｈａ ３４９箇所  
Ｈ２７．１１．２４ 市告示第２１３号 約５９．６ｈａ ３４６箇所  
Ｈ２８．１２．１５ 市告示第２６８号 約５９．６ｈａ ３４５箇所  
Ｈ２９． ８． ７ 市告示第１５６号 約５８．９ｈａ ３４１箇所  
Ｈ２９．１１．３０ 市告示第２１２号 約５８．３ｈａ ３３９箇所  
Ｈ３０． ６．１８ 市告示第１４０号 約５７．６ｈａ ３３８箇所  
Ｈ３０．１２．１９ 市告示第２４０号 約５６．４ｈａ ３３１箇所  
Ｒ １．１２． ４ 市告示第１２０号 約５７．７ｈａ ３４２箇所  
Ｒ ２．１１．２５ 市告示第１６８号 約５７．１ｈａ ３３７箇所  
Ｒ ３．１１．２２ 市告示第１７０号 約５６．２ｈａ ３３０箇所  
Ｒ ４．１１． １ 市告示第１５５号 約５４．８ｈａ ３１９箇所  
Ｒ ５．１２．１５ 市告示第１９６号 約５１．９ｈａ ３０３箇所  

 
 
11．都市計画道路一覧表 

令和６年３月３１日現在 

道路番号 名        称 

計画決定（当初） 
年月日・告示番号 
計画決定（最終） 
年月日・告示番号 

起    点 
終    点 

幅 
員 
(m) 

延長 
(m) 

整備済延長
(m) 

（整備率） 
(%) 

３・２・１ 
国道２４６号大和

厚木バイパス線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S61. 7.15 県 611 号 

下鶴間字乙五号 
上草柳字扇野 

36 3,740 
3,740 

  （100.0） 

３・２・２ 国道１６号線 
S44. 4.22 建 1572 号 
S60. 7.12 県 620 号 

下鶴間字甲二号 
下鶴間字甲一号 

37 1,180 
1,180 

  （100.0） 

３・３・１ 宿つきみ野線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S61. 7.15 県 611 号 

下鶴間字乙四号 
つきみ野七丁目 

22 1,720 
0 

    （0.0） 

３・３・２ 丸子中山茅ヶ崎線 
H14. 1.29 県  42 号 上和田字新道 

上和田字谷戸頭 
27 1,030 

0 
  （0.0） 

３・４・１ 藤沢町田線 
S24. 5.14 建 450 号 
S56. 3.31 県 302 号 

深見字島ヶ関 
下和田字下ﾉ原 

16 7,240 
0 

    （0.0） 

３・４・２ 南大和相模原線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S56. 3.31 県 302 号 

大和東一丁目 
下鶴間字丁八号 

16 5,240 
4,124 

   （78.7） 

３・４・３ 福田相模原線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S56. 3.31 県 302 号 

福田字甲五ﾉ区 
中央林間五丁目 

16 10,360 
6,476 
(62.5) 

３・４・４ 水窪座間線 
S38. 1.22 建  80 号 
S48. 9.28 県 789 号 

下鶴間字丙七号 
下鶴間字丙七号 

16 230 
0 

    （0.0） 

３・４・５ 横浜厚木線 
S42.11.15建 3833号 
S48. 9.28 県 789 号 

深見字大塚戸 
中央七丁目 

18 900 
0 

    （0.0） 

３・４・６ 三ツ境下草柳線 
S36. 8.21 建 1840 号 
H25. 12.2 市 201 号 

深見字森下 
上草柳一丁目 

16 1,350 
270 

   （20.0） 

３・４・７ 南林間座間線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S48. 9.28 県 789 号 

南林間二丁目 
下鶴間字丙九号 

16 1,190 
420 

   （35.3） 

３・４・８ 座間大和線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S48. 9.28 県 789 号 

つきみ野二丁目 
下鶴間字丁一号 

16 3,040 
3,040 

  （100.0） 

３・４・９ 高座渋谷駅東線 
S49. 4.19 県 368 号 福田字甲八号 

下和田字上ﾉ原 
16 170 

170    
（100.0） 

３・４・10 高座渋谷駅西線 
S49. 4.19 県 368 号 福田字甲八号 

福田字甲八号 
16 250 

250   
（100.0） 

３・５・１ 国道２４６号線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S51. 4.13 県 311 号 

下鶴間字乙五号 
上草柳字扇野 

13 3,020 
3,020 

  （100.0） 

３・５・２ 公所相模原線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S60. 7.12 市  70 号 

下鶴間字甲一号 
下鶴間字丁八号 

12 1,830 
1,230 

   （67.2） 
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道路番号 名        称 

計画決定（当初） 
年月日・告示番号 
計画決定（最終） 
年月日・告示番号 

起    点 
終    点 

幅 
員 
(m) 

延長 
(m) 

整備済延長
(m) 

（整備率） 
(%) 

３・５・３ 公所中央林間線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S48.10. 9 市  54 号 

つきみ野七丁目 
中央林間五丁目 

12 1,850 
1,016 

   （54.9） 

３・５・４ 深見草柳線 
S36. 8.21 建 1840 号 
S48.10. 9 市  54 号 

大和南一丁目 
中央四丁目 

15 920 
520 

   （56.5） 

３・５・５ 桜ヶ丘境橋線 
S48.10. 9 市  54 号 
S55. 3. 1 市  20 号 

福田字丙九ノ区 
福田字丙五ノ区 

12 1,120 
1,120 

  （100.0） 

３・５・６ 新道下篠山線 
S48.10. 9 市  54 号 福田字丙八ノ区 

下草柳字九番耕地 
12 2,760 

2,760 
  （100.0） 

３・５・７ 中福田南庭線 
S49. 4.30 市  16 号 上和田字下ノ原 

福田字乙十ノ区 
12 1,400 

1,400 
  （100.0） 

３・５・８ 新道下南庭線 
S51. 7.28 市  30 号 福田字丙二ノ区 

福田字丙十ノ区 
12 1,020 

1,020 
  （100.0） 

３・５・９ 南林間駅東線 
S52.12. 1 市  68 号 林間二丁目 

下鶴間字乙八号 
14 420 

420 
  （100.0） 

３・５・10 大和駅南線 
S56. 3.31 市  24 号 中央一丁目 

中央一丁目 
15 80 

80 
  （100.0） 

３・５・11 本町通り線 
S56. 3.31 市  24 号 大和南一丁目 

大和南一丁目 
15 150 

150 
  （100.0） 

３・５・12 中央林間駅東線 
S57. 5.20 市  38 号 中央林間四丁目 

中央林間四丁目 
15 320 

320 
  （100.0） 

３・５・13 大和駅北線 
H 5.11.12 市  76 号 大和東一丁目 

中央三丁目 
15 880 

0 
    （0.0） 

３・５・14 大和駅東線 
H 5.11.12 市  76 号 大和南一丁目 

大和東一丁目 
15 300 

0 
    （0.0） 

３・５・15 大和駅西線 
H 5.11.12 市  76 号 中央四丁目 

中央二丁目 
15 260 

0 
    （0.0） 

小                      計  （２９路線） 53,970 32,726 
 （60.63）

８・５・１ 
大和歩行者専用道 
８号線 

S56. 3.31 市  24 号 中央二丁目 
中央三丁目 

3.4～ 
  22 

440 
 

440 
  （100.0） 

８・６・１ 
大和歩行者専用道 
７号線 

S56. 3.31 市  24 号  大和東一丁目 
大和東一丁目 

3.4～ 
  19 

490 
490 

  （100.0） 

８・７・１ 
大和歩行者専用道 
１号線 

S50. 9. 2 市  56 号 下鶴間字丁八号 
下鶴間字乙八号 

5.7～ 
 9.5 

2,300 
2,300 

  （100.0） 

８・７・２ 
大和歩行者専用道 
２号線 

S50. 9. 2 市  56 号 
H13.11.27 市 110 号 

下鶴間字乙九号 
深見西四丁目 

3.7～ 
 7.7 

1,850 
1,850 

  （100.0） 

８・７・３ 
大和歩行者専用道 
３号線 

S50. 9. 2 市  56 号 深見字諏訪 
深見台四丁目 

7.0～ 
 8.0 

420 
420 

  （100.0） 

８・７・４ 
大和歩行者専用道 
４号線 

S50. 9. 2 市  56 号 
S56. 3.31 市  24 号 

大和東一丁目 
大和南一丁目 

3.7～ 
 9.8 

410 
410 

  （100.0） 

８・７・５ 
大和歩行者専用道 
５号線 

S50. 9. 2 市  56 号 上和田字上ノ原 
上和田字新道添 

3.5～ 
 7.4 

900 
900 

  （100.0） 

８・７・６ 
大和歩行者専用道 
６号線 

S54. 2.21 市  11 号 下和田字下ノ原 
下和田字下ノ原 

6.0～ 
 6.5 

100 
100 

  （100.0） 

小                      計  （  ８路線）  6,910 
6,910 

  （100.0） 

合                      計  （３７路線） 60,880 
39,636 

   （65.10）
※ 建：建設省（現：国土交通省）告示、県：神奈川県告示、市：大和市告示 
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12．都市計画公園一覧表                  

      令和６年３月３１日現在 

種    別 公園番号           名          称 位       置 
面   積 

 （ｈａ） 
告        示 

年 月 日 告示番号 

総合公園 ５・５・１ 引 地 台 公 園          
福田字丙六ノ区 
下草柳字三番耕地 

   10.0 Ｓ４９．  ４．１９ 県  ３６９号 

        小             計           （１箇所）   10.0  
近隣公園 ３・３・１ つきみの１号公園          つきみ野五丁目    1.9 Ｓ４５．  ９．１８ 県  ８３５号 

〃 ３・３・２ や ま と 公 園          中央一丁目    1.0 Ｓ４８．  ８．２８ 県  ７０５号 
〃 ３・３・３ 福 田 １ 号 公 園          福田四丁目    1.1 Ｓ６１．  ５．２０ 県  ４４４号 

        小             計           （３箇所）    4.0  

街区公園 ２・２・１ つきみの２号公園          つきみ野八丁目 0.33 Ｓ４５．  ９．１７ 市    ３５号 
〃 ２・２・２ つきみの３号公園          つきみ野七丁目 0.26 Ｓ４５．  ９．１７ 市    ３５号 
〃 ２・２・３ つきみの４号公園          つきみ野三丁目 0.43 Ｓ４５．  ９．１７ 市    ３５号 
〃 ２・２・４ つきみの５号公園          つきみ野一丁目 0.42 Ｓ４５．  ９．１７ 市    ３５号 
〃 ２・２・５ かしま１号公園                   深見字大塚戸 0.17 Ｓ４５．  ９．１７ 市    ３５号 
〃 ２・２・６ かしま２号公園                   深見字要石 0.10 Ｓ４５．  ９．１７ 市    ３５号 
〃 ２・２・７ つきみの６号公園          つきみ野六丁目 0.08 Ｓ４６．  ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・８ 目 黒 公 園                   下鶴間字乙二号 0.11 Ｓ４６．  ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・９ 庚申塚公園                   深見西四丁目 0.07 Ｓ４６．  ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・10 大 東 公 園                   下草柳字十三番耕地 0.08 Ｓ４６．  ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・11 大和東公園                   大和東二丁目 0.14 Ｓ４６．  ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・12 田中１号公園                   福田字乙七ノ区 0.11 Ｓ４６.   ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・13 田中４号公園                   福田字乙八ノ区 0.10 Ｓ４６．  ９．  ３ 市    ４２号 
〃 ２・２・14 鶴間１号公園                   鶴間１丁目 0.19 Ｓ４７．  ５．２６ 市    ２９号 
〃 ２・２・15 中央１号公園                   中央五丁目 0.37 Ｓ４７．  ５．２６ 市    ２９号 
〃 ２・２・16 柳橋１号公園                   柳橋二丁目 0.15 Ｓ４７．  ５．２６ 市    ２９号 
〃 ２・２・17 柳橋２号公園                   柳橋一丁目 0.19 Ｓ４７．  ５．２６ 市    ２９号 
〃 ２・２・18 柳橋３号公園                   柳橋一丁目 0.28 Ｓ４７．  ５．２６ 市    ２９号 
〃 ２・２・19 なぎ原１号公園                   深見西八丁目 0.22 Ｈ  ８．１１．１９ 市  １２１号 
〃 ２・２・20 新道１号公園                   上和田字新道 0.10 Ｓ４８．  ２．  ６ 市      ７号 
〃 ２・２・21 宮久保１号公園                   上和田字三貫目 0.13 Ｓ４８．  ２．  ６ 市      ７号 
〃 ２・２・22 深見台１号公園                   深見台四丁目 0.21 Ｓ４８．  ９．１０ 市    ５０号 
〃 ２・２・23 子安１号公園                   上草柳字丸山 0.13 Ｓ４８．  ９．１０ 市    ５０号 
〃 ２・２・24 大野１号公園                   上草柳字大野 0.21 Ｓ４９．  ４．２０ 市    １３号 
〃 ２・２・25 草柳１号公園                   草柳一丁目 0.21 Ｓ５１．  ７．２８ 市    ３１号 
〃 ２・２・26 草柳２号公園                   草柳一丁目 0.19 Ｓ５１．  ７．２８ 市    ３１号 
〃 ２・２・27 草柳３号公園                   草柳二丁目 0.13 Ｓ５１．  ７．２８ 市    ３１号 
〃 ２・２・28 草柳４号公園                   草柳二丁目 0.25 Ｓ５１．  ７．２８ 市    ３１号 
〃 ２・２・29 草柳５号公園                   草柳三丁目 0.34 Ｓ５５．  ９．  １ 市    ５８号 
〃 ２・２・30 大和原１号公園                   下鶴間字乙六号 0.10 Ｓ５１．  ７．２８ 市    ３１号 
〃 ２・２・31 南林間１号公園                   南林間六丁目 0.10 Ｓ５１．  ７．２８ 市    ３１号 
〃 ２・２・32 西鶴間１号公園                   下鶴間字丙五号 0.17 Ｓ５３．  ２．１７ 市    １２号 
〃 ２・２・33 深見台２号公園                   深見台一丁目 0.05 Ｓ５３．  ２．１７ 市    １２号 
〃 ２・２・34 渋谷２号公園                   福田字甲八ノ区 0.27 Ｓ５４．  ２．２１ 市    １０号 
〃 ２・２・35 中央５号公園                   中央２丁目 0.09 Ｓ５４．  ２．２１ 市    １０号 
〃 ２・２・36 南林間四丁目公園                   南林間四丁目 0.09 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
〃 ２・２・37 ふるみち公園                   鶴間二丁目   0.18 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
〃 ２・２・38 代官一丁目公園                   代官一丁目 0.18 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
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種    別 公園番号           名          称   位        置 
面   積 

   (ｈａ) 
告        示 

年 月 日  告示番号 
〃 ２・２・39 代官二丁目公園                   代官二丁目 0.24 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
〃 ２・２・40 代官中央公園                   代官二丁目 0.44 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
〃 ２・２・41 代官三丁目公園                   代官三丁目 0.29 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
〃 ２・２・42 代官四丁目公園                   代官四丁目 0.24 Ｓ５５．  ３．  １ 市    １９号 
〃 ２・２・43 札の辻１号公園                   福田字乙二ノ区 0.23 Ｓ５７．  ８．  ６ 市    ５３号 
〃 ２・２・44 札の辻２号公園                   福田字乙三ノ区 0.28 Ｓ５５．  ９．  １ 市    ５８号 
〃 ２・２・45 旭ヶ丘１号公園                   福田字乙三ノ区 0.20 Ｓ５５．  ９．  １ 市    ５８号 
〃 ２・２・46 つきみの７号公園                   つきみ野八丁目 0.12 Ｓ５６．  ３．  ６ 市    １６号 
〃 ２・２・47 つきみの８号公園                   つきみ野四丁目 0.16 Ｓ５６．  ３．  ６ 市    １６号 
〃 ２・２・48 南林間西北公園                   南林間七丁目 0.13 Ｈ  ８．１１．１９ 市  １２１号 
〃 ２・２・49 西鶴間２号公園                   下鶴間字乙六号 0.26 Ｓ５６．  ３．  ６ 市    １６号 
〃 ２・２・50 上草柳四丁目公園                   上草柳四丁目 0.17 Ｓ６２．  １．１２ 市      ８号 
〃 ２・２・51 中央五丁目公園                   中央五丁目 0.14 Ｓ５６．  ３．  ６ 市    １６号 
〃 ２・２・52 大和南二丁目公園                   大和南二丁目 0.11 Ｓ５６．  ３．  ６ 市    １６号 
〃 ２・２・53 中央林間三丁目公園 中央林間三丁目 0.12 Ｓ５７．  ８．  ６ 市    ５３号 
〃 ２・２・54 長堀２号公園                   下鶴間字乙十号 0.07 Ｓ５７．  ８．  ６ 市    ５３号 
〃 ２・２・55 なぎ原２号公園                   深見字薙原 0.15 Ｓ５７．  ８．  ６ 市    ５３号 
〃 ２・２・56 山王山公園                   柳橋五丁目 0.14 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・57 さくら公園                   柳橋三丁目 0.10 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・58 青 葉 公 園                   柳橋三丁目 0.18 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・59 松ヶ丘公園                   福田三丁目 0.13 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・60 八幡山公園                   福田六丁目 0.51 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・61 善光明公園                   福田四丁目 0.10 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・62 鶴間２号公園                   鶴間一丁目    0.05 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・63 緑 野 公 園                   下鶴間字丁四号 0.10 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・64 西鶴間一丁目公園                   西鶴間一丁目 0.10 Ｓ６１．  ５．２１ 市    ４８号 
〃 ２・２・65 公 所 公 園                   下鶴間字甲一号 0.11 Ｓ６２．  １．１２ 市      ８号 
〃 ２・２・66 大野原公園                   上草柳七丁目 0.11 Ｓ６２．  １．１２ 市      ８号 
〃 ２・２・67 下草柳公園                   下草柳字九番耕地 0.17 Ｓ６２．  １．１２ 市      ８号 
〃 ２・２・68 中央７号公園                   中央四丁目 0.09 Ｓ６２．  １．１２ 市      ８号 
〃 ２・２・69 かみの公園                   下鶴間字甲十号 0.10 Ｓ６２．  １．１２ 市      ８号 
〃 ２・２・70 南鶴間公園                   西鶴間八丁目 0.10 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃  ２・２・71 上草柳三丁目公園                   上草柳三丁目 0.19 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃 ２・２・72 山王塚公園                   深見字山王塚 0.13 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃 ２・２・73 渋谷１号公園                   福田字乙一ノ区 0.20 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃 ２・２・74 渋谷３号公園                   福田字甲八ノ区 0.20 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃 ２・２・75 渋谷４号公園                   福田字甲八ノ区 0.25 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃 ２・２・76 渋谷５号公園                   下和田字中ノ原 0.21 Ｈ  ６．  １．１１ 市    １９号 
〃 ２・２・77 渋谷６号公園                   下和田字上ノ原 0.12 Ｈ１９．  ３．２９ 市    ３２号 
〃 ２・２・78 中央林間五丁目公園 中央林間五丁目 0.10 Ｈ  ８．１１．１９ 市  １２１号 
〃 ２・２・79 西鶴間二丁目公園                   西鶴間二丁目 0.20 Ｈ  ８．１１．１９ 市  １２１号 
〃 ２・２・80 南 林 間 中 央 公 園          南林間二丁目 0.25 Ｈ１０． ２．２３ 市  ３０号 
〃 ２・２・81 神 明 公 園          福田字甲四ノ区 0.10 Ｈ１０． ２．２３ 市  ３０号 
〃 ２・２・82 桜森わいわい公園 桜森三丁目 0.24 Ｈ１４．  １．１０ 市   ２号 

        小              計          （８２箇所） 14.56  

        合              計          （８６箇所） 28.56  
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13．下水道の経緯 

 

告示年月日               告  示  番  号 排  水  区  域 備            考 
Ｓ３０．  １．２８ 建設省告示第５８号   ７０１．２７ｈａ  
Ｓ４１．  ９．１４ 建設省告示第３２０４号   ９８１．３０ｈａ  
Ｓ４９．  ４．３０ 市告示第１５号 １２９１      ｈａ  
Ｓ５２．  ４．  １ 市告示第１１号 １３３５      ｈａ  

Ｓ５３．  ６．  １ 市告示第３５号 ２０２１      ｈａ 
北部処理場、南部処理場の

決定 
Ｓ５６．  ３．  ６ 市告示第１５号 ２０２１      ｈａ 雨水幹線管渠ルートの変更 

Ｓ５８．  ７．２２ 市告示第４８号 ２０２１      ｈａ 
汚水・雨水幹線管渠ルート

の変更 
北部処理場用地の拡大 

Ｓ６３．  ６．  ７ 市告示第５９号 ２０２７      ｈａ 
排水区域の変更 
処理区・幹線管渠・処理場

の変更 

Ｈ  ６．  ７．２０ 市告示第６６号 ２０２７      ｈａ 

表記の簡略化・汚水幹線管

渠ルートの変更 
幹線管渠の変更・ポンプ場

の廃止 
Ｈ  ８．１２．２７ 市告示第１３７号 ２０２７      ｈａ 雨水幹線管渠の変更 

Ｈ１２．１０． ６ 市告示第７４号 ２０２７      ｈａ 
排水区域の変更 
表記の簡略化 

Ｈ２８．１１． １ 市告示第２２１号 ２０２８      ｈａ 排水区域の変更 

Ｒ  ６．  ３．２９ 市告示第６７号 ２０３９      ｈａ 排水区域の変更 

       

   

14．ごみ焼却場の経緯 

 

告示年月日               告  示  番  号 名         称 面      積 処理能力                 
Ｓ３６．  １．２６ 建設省告示第８７号 第１号大和ごみ焼却場 ０．４ｈａ ４０ｔ／２４ｈ 
Ｓ４４．１２．２７ 市告示第５７号 第２号大和ごみ焼却場 １．４ｈａ ９０ｔ／２４ｈ 
Ｓ５０．  ３．３１ 市告示第１８号 第２号大和ごみ焼却場 ２．３ｈａ ２１０ｔ／２４ｈ 
Ｓ５９．  ５．２５ 市告示第６９号 第１号大和ごみ焼却場 ０．３ｈａ ５ｔ／８ｈ 

 
15．火葬場の経緯 
 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面     積 備        考 
Ｓ３９．  ９．  １ 建設省告示第 2549 号 第１号大和市営火葬場 ０．３３ｈａ  
Ｓ５５．  ３．  １ 市告示第２１号 第１号大和斎場 １．５  ｈａ  

 
16．土地区画整理事業の経緯 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｓ１８． ２． ４ 内務省告示第５６号 大和都市計画土地区画整理 約２００万  坪 行政庁施行 
Ｓ１９． ５．１１ 内務省告示第 244 号 大和都市計画土地区画整理 約１８６万３千坪 区域変更 
Ｓ３５．  ９．２４ 建設省告示第 2075 号 渋谷土地区画整理事業 ５４．５４９ｈａ  
Ｓ４９．  ４．１９ 県告示第３７０号 渋谷土地区画整理事業 ６４．８    ｈａ 区域変更 
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17. 市街地再開発事業の経緯 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 

Ｈ１８． ２．２７ 市告示第２７号 
大和駅東側第４地区第一種

市街地再開発事業 
約１．２ｈａ  

Ｈ２５． ３．２９ 市告示第４４号 
大和駅東側第４地区第一種

市街地再開発事業 
約１．２ｈａ 

建築物の整備に関す

る計画等変更 

 
18．地区計画の経緯 

■渋谷北部地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 

Ｈ ６．  １．２８ 市告示第２３号 渋 谷 北 部 地 区 地 区 計 画 約２３．９ｈａ  

Ｈ ８．  ５．１０ 市告示第５７号 渋 谷 北 部 地 区 地 区 計 画 約２３．９ｈａ 
新用途地域の決

定に伴う変更等 

Ｈ１１．  １．２２ 市告示第 ４号 渋 谷 北 部 地 区 地 区 計 画 約２３．７ｈａ 
渋谷南部地区土

地区画整理事業

に伴う変更 
■南林間駅西地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ ８．  ５．１０ 市告示第５８号 南林間駅西地区地区計画 約１０．０ｈａ  
■神明若宮地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ１０． ３． ６ 市告示第３８号 神 明 若 宮 地 区 地 区 計 画 約 ３．０ｈａ  
■渋谷南部地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ１１．  １．２２ 市告示第 ３号 渋 谷 南 部 地 区 地 区 計 画 約４１．９ｈａ  
Ｈ１９．  ３．２９ 市告示第３１号 渋 谷 南 部 地 区 地 区 計 画 約４１．９ｈａ  

Ｈ２３．  ９． ５ 市告示第 154 号 渋 谷 南 部 地 区 地 区 計 画 約４１．９ｈａ 
地区施設、地区

の区分変更 
Ｈ２５．１２． ２ 市告示第 202 号 渋 谷 南 部 地 区 地 区 計 画 約４１．９ｈａ 境界の変更 

■千本桜地区地区計画 
告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 

Ｈ１３．  ７．１６ 市告示第７０号 千 本 桜 地 区 地 区 計 画 約１０．５ｈａ  
■大和駅東側第４地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ１８．  ２．２７ 市告示第２９号 大和駅東側第４地区地区計画 約 １．２ｈａ  

Ｈ２５．  ３．２９ 市告示第４５号 大和駅東側第４地区地区計画 約 １．２ｈａ 
土地利用の方針

等変更 
■下鶴間高木地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ１９．  ６．２９ 市告示第 113 号 下鶴間高木地区地区計画 約 ４．９ｈａ  
■下鶴間山谷北地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ２１．１２．１４ 市告示第 273 号 下鶴間山谷北地区地区計画 約 １．５ｈａ  
Ｈ２３． ３． １ 市告示第２４号 下鶴間山谷北地区地区計画 約 ６．４ｈａ  
■つきみ野６丁目地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ２５．  ３．２９ 市告示第４３号 つきみ野６丁目地区地区計画 約１１．４ｈａ     
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■下福田地区地区計画 
告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 

Ｈ２９．  ８． ７ 市告示第 155 号 下 福 田 地 区 地 区 計 画 約 ４．４ｈａ  
■下鶴間山谷南地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｈ３０．  ６．１８ 市告示第 139 号 下鶴間山谷南地区地区計画 約 ３．９ｈａ   
■中央森林東側地区地区計画 

告示年月日               告  示  番  号 名          称 面      積 備     考 
Ｒ ６．  ３．２９ 市告示第６８号 中央森林東側地区地区計画 約１１．５ｈａ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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